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はじめに 

 

 我が国の自殺者数は、平成 10（1998）年以降、14 年連

続して年間 3 万人を超える状態で推移してきましたが平成 18

（2006）年に「自殺対策基本法」が制定され、自殺を個人的

な問題としてのみとらえるものではなく、社会全体で取り組む

べき課題として推進してきた結果、平成 22（2010）年以降

は減少が続き、平成 24（2012）年以降は 3 万人を下回る状

況となりました。 

 

しかしながら、主な先進諸国のなかでも日本の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺

者数）は、平成 27（2015）年で 18.5 と高いことから、国は、平成 34（2022）年ま

でに先進諸国並みの 14.6 へ減少させる目標値を「自殺総合対策大綱」に盛り込みました。 

 

下野市の平成 29（2017）年度の自殺死亡率は 18.3 で全国とほぼ同じ割合ですが、毎

年 10 人前後の方が自ら尊い命を絶たれる状況であり、厳しい状況として重く受けとめな

ければなりません。 

平成 28（2016） 年 4 月には自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの

包括的な支援」と新たに位置づけ、自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務づけられま

した。 

 このため、下野市では、平成 31（2019）年度～平成 35（2023）年度までの 5 か年

計画となる「いのち支える下野市自殺対策計画」を新たに策定し、誰も自殺に追い込まれ

ることのないしもつけの実現を目指し、自殺予防対策として、地域や学校教職員などの人

材育成、とくに若年層・高齢者への支援を強化する施策などを庁内全体で実施することと

いたしました。 

 

自殺のないまちづくりは、みんなの願いであります。下野市が平成 30（2018）年 3 月

に策定した第 3 次下野市健康増進計画「健康しもつけ 21 プラン」における「休養・ここ

ろ」の施策と併せ、第２次下野市総合計画における将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸

せ実感都市」を実現するために、市民の皆さんや地域、行政が相互に連携しながら自殺予

防対策に取り組んでまいります。 

 

最後に、計画策定にご協力いただいた、市自殺対策策定委員会委員の皆さまをはじめ、

アンケート調査にご協力いただいた市民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成 31（2019）年 3 月 

下野市長 広瀬 寿雄
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第１章 計画策定の趣旨等 

１ 計画策定の趣旨 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、こころの問

題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざ

まな社会的要因が複合されています。 

 

我が国の自殺者数は、平成10（1998）年から年間３万人を超える深刻な

状態でありましたが、平成18 （2006）年に自殺対策基本法（平成18年法

律第85号）が制定されて以降、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果

自殺者数は、平成29（201７）年には2万1,000人台へと大きく減少しまし

た。 

 

しかしながら、我が国の自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺による死亡

率）は、主要先進７か国の中で最も高く、自殺者数の累計も毎年２万人を超え

る水準で積み上がっており、非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ませ

ん。 

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、

自殺対策をより効果的なものにするため、平成28（201６）年に「自殺対策

基本法」が改正されました。 

 

改正では新たに、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施され

るべきものであると基本理念に明記されるとともに、地域間格差を解消し誰も

が等しく支援を受けられるよう、県及び市町村が自殺対策計画を策定すること

とされました。 

 

これらの背景を踏まえ、本市の自殺対策を推進するため、この度「いのち支

える下野市自殺対策計画」を策定しました。本計画の実行を通して「誰も自殺

に追い込まれることのないしもつけ」の実現を目指します。 
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２ 自殺対策の基本方針 

 

平成 29（2017）年 7 月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」を踏まえ、

本市では次の５項目を自殺対策における「基本方針」として計画の推進を図りま

す。 

 

１ 「生きることの包括的な支援」としての自殺対策を推進する 

 

自殺のリスクは、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生き

ることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活困窮

等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに高まると

されています。 

そのため自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生き

ることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下

させる必要があります。行政と地域が双方の取組を協働し、「生きることの包括

的な支援」を推進します。 

 

２ 関係機関との有機的な連携による取組を推進する 

 

さまざまな悩みを抱えた相談に対し、適切な支援を行うためには、各種関係機

関が自殺対策の一翼を担っているという意識を共有し、互いに有機的な連携を

深めることが大切です。適切な支援を迅速かつ十分に受けられる仕組みづくり

を推進します。 

 

３ ケースや対応レベルに応じ、さまざまな施策を効果的に連動させる 

 

自殺対策は、内容や状況に応じ対応のレベルを、自殺のリスクを抱えた個々人

の問題解決に取り組む「対人支援のレベル」、支援者や関係機関同士の連携を深

めていくことで、支援の網の目からこぼれ落ちる人を生まないようにする「地域

連携のレベル」、さらには支援制度の整備等を通じて、人を自殺に追い込むこと

のない地域社会の構築を図る「社会制度のレベル」という、３つのレベルに分け

ることができます。 

社会全体の自殺リスクの低下につながり得る、効果的な対策を講じるため、そ

れぞれのレベルにおける取組を総合的に推進していきます。 
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４ 実践的な取組と啓発を両輪で推進する 

 

自殺に追い込まれるという危機は誰にでも起こり得るものです。危機に陥っ

た人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解

を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることや、危機

から救う手立てについてどのような対策が必要なのか地域全体が共通認識を持

てるように積極的に普及啓発を行います。 

 

 

 

５ 関係者の役割を明確化し、関係者同士が連携・協働により推進する 

 

自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない

しもつけ」を実現するためには、市をはじめ、医療、教育、福祉、企業、行政機

関が連携・協働し、市を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要です。 

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互

の連携・協働の仕組みを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 
 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、平成28（2016）年に改正された自殺対策基本法に基づき、国

の定める自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえて、同法第13条第２項に定める

「市町村自殺対策計画」として策定するものです。 

また、平成30（2018）年３月に策定した第３次下野市健康増進計画「健

康しもつけ21プラン」における基本目標１「健康に関する生活習慣の改善」

を推進するための「休養・こころ」の施策と併せて実施して参ります。 

 

 

 

基本目標1【健康に関する生活習慣の改善】 

 

基本目標2【生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底】 

 

基本目標3【健康を支え、守るための社会環境の整備】 

       整合性 

 

 

 

４ 計画の推進期間 

国の自殺総合対策大綱は、おおむね５年に一度を目安に改訂が行われてきて

います。市の計画も、こうした国の動きや自殺実態、社会状況等の変化を踏ま

える形で、おおむね５年に一度を目安に内容の見直しを行うこととします。 

本計画の推進期間は、平成31（2019）年度から平成35（2023）年度ま

での５年間とし、必要に応じ計画の見直しを行うことができるものとします。 

 

 

健康しもつけ 21 プラン 

第３次下野市健康増進計画 

 

いのち支える下野市自殺対策計画 

計画策定初年度                     計画最終年度 

平成 31（2019）年度           平成 35（2023）年度   

 

 

 

（2023）年度 
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５ 計画の数値目標 

 

本計画において、最終的に目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない

しもつけ」の実現であります。この実現に向けては、対策を進める上での具体

的な数値目標等を定めるとともに、それらの取組がどのような効果を挙げてい

るのかといった、取組の成果と合わせて検証を行っていく必要があります。 

 

本市では、平成21（2009）年から平成29（2017）年において、平均し

て毎年約10人の方が自殺で亡くなっているという状況です。本市では、平成

30（2018）年３月に策定した第３次下野市健康増進計画「健康しもつけ２

１プラン」において、平成34（2022）年度の目標値を０人としていること

から、本計画の最終年度の平成35（2023）年度までに、年間自殺者数につ

いても０人とすることを目標に掲げます。 

 

国の自殺総合対策大綱においては、先進諸国の現在の水準（※注）まで自殺

死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）を減少させることを目指し、平成38

（2026）年までに、平成27（2015）年と比べて30％以上減少することを

目標としています。 

 

下野市の自殺者数の目標値 

 

 

 

 

下野市の自殺死亡率の目標値 

 

 

 

（参考）国と県の自殺死亡率と目標値 

  平成 27（2015）年 平成 34（2022）年 平成 37（2025 年） 

全 国 18.5 14.6 13.0 以下 

栃木県 19.5 14.6 — 

（※注）日本以外の主な先進国の自殺死亡率（2011～2014 年厚生労働省） 

フランス      15.1 カナダ     11.3 

アメリカ      13.4 イギリス    7.5 

ドイツ       12.6 イタリア    7.2 

自殺者数（居住地）現状値 

平成 29（2017）年度 11 人 

自殺者数（居住地）目標値 

平成 35（2023）年度 0

人 

自殺死亡率 現状値 

平成 29（2017）年度 18.3 

自殺死亡率 目標値 

平成 35（2023）年度 0 

 

０ 
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第２章 本市における自殺の動向と課題 

１ 下野市の自殺者数の動向データについて  

 

自殺の統計方法としては、「警察庁の自殺統計原票を集計した結果（自殺統

計）」と「厚生労働省の人口動態統計」の 2 つがあります。  

「自殺統計」は、総人口（日本における外国人も含む）を対象としているのに

対し、「人口動態統計」は日本における日本人を対象としています。 

 

本計画において基礎資料として使用したデータは、厚生労働省が警察庁から

提供を受けた自殺データに基づき、再集計した「自殺統計」を使用します。 

また、地域の実情を分析するため、「自殺日」自殺をした日、「住居地」自殺者

の住居地があった場所により集計したものを使用します。 

 

「住居地」の集計のほか、「発見地」自殺死体が発見された場所での集計デー

タも厚生労働省より公表されています。 

【下野市の自殺者数】 

  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 合計 

自殺日 

発見地 
13 13 13 14 8 10 9 9 9 98 

自殺日 

居住地 
8 11 11 10 9 12 8 9 11 89 

【表の上段 下野市 自殺日・発見地別自殺者数（人）】 

下野市内で発見された他市に居住の方も含む自殺者数 

【表の下段 下野市 自殺日・住居地別自殺者数（人）】 

本市に居住がある方の自殺者数（場所は問わない） 

 

次ページより掲載するデータは、以下の資料に基づくものとなります。 

資料：厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」の 

【市町村、自殺日、住居地】より集計 

（年号は平成をＨと表記したものとし、西暦表示を省略とする。） 

なお、15 ページに（６）「動機別の動向」を集計していますが、「自殺の多

くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で

起きている」ことから、「健康」の割合が最も多い＝自殺の原因・動機が「健康

問題のみ」であるということではありません。 
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（１）自殺者数の動向 

【年度別・区域別・男女別自殺者数 】            単位：人

 

 

 
 

●全国や県では、自殺者数は年々減少傾向となっていますが、本市の自殺者数は、

毎年 10 名前後でほぼ横ばいで推移しております。また自殺者数は、全国、県、

本市とも女性よりも男性の方が２倍以上多いことがわかります。 

 

 

 

年度 全国 栃木県 下野市 全国・男性 全国・女性 栃木・男性 栃木・女性
下野市・

男性
下野市・

女性

H21 32,485 583 8 23,179 9,306 417 166 7 1

H22 31,334 532 11 21,982 9,352 376 156 8 3

H23 30,370 497 11 20,718 9,652 335 162 7 4

H24 27,589 475 10 19,052 8,537 332 143 6 4

H25 27,041 458 9 18,586 8,455 318 140 5 4

H26 25,218 415 12 17,219 7,999 306 109 10 2

H27 23,806 388 8 16,499 7,307 262 126 6 2

H28 21,703 369 9 14,964 6,739 272 97 4 5

H29 21,127 363 11 14,660 6,467 249 114 10 1

合計 240,673 4,080 89 166,859 73,814 2,867 1,213 63 26
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（２）自殺死亡率の動向 

【年度別・区域別・男女別自殺死亡率】単位：人口１０万人当たりの自殺による死亡率 

 

 

 

 

●全国や県では、自殺死亡率は年々減少傾向となっていますが、本市の自殺死亡

率は、約 13.0～19.0 の間で推移しており、近年では増加傾向にあります。 

年度 全国 全国・男性 全国・女性 栃木県 栃木・男性 栃木・女性 下野市
下野市・

男性
下野市・

女性
H21 25.56 37.32 14.32 29.09 41.78 16.5 13.43 23.64 3.34

H22 24.66 35.41 14.39 26.59 37.73 15.53 18.48 27.03 10.03

H23 24.06 33.6 14.95 24.9 33.7 16.17 18.51 23.68 13.39

H24 21.78 30.81 13.17 23.88 33.51 14.33 16.78 20.23 13.37

H25 21.06 29.7 12.85 22.78 31.8 13.85 14.99 16.73 13.27

H26 19.63 27.49 12.16 20.64 30.59 10.79 19.91 33.29 6.61

H27 18.57 26.38 11.12 19.36 26.25 12.52 13.28 20.02 6.61

H28 16.95 23.96 10.27 18.46 27.31 9.67 14.97 13.36 16.56

H29 16.52 23.5 9.87 18.23 25.08 11.42 18.29 33.53 3.3

25.56
24.66 24.06

21.78 21.06
19.63

18.57
16.95 16.52

29.09

26.59
24.9

23.88
22.78

20.64
19.36

18.46 18.23

13.43

18.48 18.51
16.78

14.99

19.91

13.28
14.97

18.29

10

13

16

19

22

25

28

31

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

全国・栃木県・下野市の年度別の自殺死亡率

全国 栃木県 下野市

23.64
27.03

23.68
20.23

16.73

33.29

20.02

13.36

33.53

3.34

10.03
13.39 13.37 13.27

6.61 6.61

16.56

3.30

5

10

15

20

25

30

35

40

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

下野市の男女別の自殺死亡率

下野市・男性 下野市・女性



 

- 12 - 
 

（３）年齢別の動向                単位：人（割合除く） 

 

 

 

●自殺者の年齢は、全国や県では、「50 歳～69 歳」が最も多い状況です。本市

も「60 歳代」が最も多いのですが、「40 歳代」「５０歳代」「70 歳代」も同じ

割合で多いのが特徴です。また、「20 歳未満」の割合と「70 歳代」の割合が全

国や県と比較して高い傾向にあるといえます。 

 

年度 20歳未満 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80歳以

上
不詳

H21 561 3,439 4,749 5,202 6,416 5,895 3,648 2,397 178
H22 549 3,210 4,545 5,109 5,886 5,845 3,644 2,394 152
H23 620 3,275 4,410 5,006 5,325 5,493 3,665 2,427 149
H24 584 2,974 3,738 4,579 4,606 4,936 3,637 2,405 130
H25 546 2,782 3,669 4,544 4,439 4,672 3,759 2,524 106
H26 536 2,668 3,377 4,200 4,144 4,289 3,484 2,449 71
H27 551 2,332 3,051 4,021 3,946 3,935 3,431 2,453 86
H28 518 2,218 2,797 3,705 3,597 3,590 2,956 2,257 65
H29 565 2,194 2,673 3,624 3,561 3,305 2,906 2,250 49
合計 5,030 25,092 33,009 39,990 41,920 41,960 31,130 21,556 986
割合 2.1% 10.4% 13.7% 16.6% 17.4% 17.4% 12.9% 9.0% 0.4%

年齢 (10歳階級）別(全国)

年度 20歳未満 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80歳以

上
不詳

H21 10 56 89 86 104 129 64 45 0
H22 9 44 69 83 106 106 58 57 0
H23 11 42 83 64 80 103 57 57 0
H24 13 44 59 81 92 71 73 42 0
H25 8 49 61 77 69 75 55 64 0
H26 5 46 43 77 67 73 53 50 1
H27 14 33 59 68 67 73 41 33 0
H28 5 45 51 53 51 67 52 45 0
H29 13 36 50 65 61 49 39 50 0
合計 88 395 564 654 697 746 492 443 1
割合 2.2% 9.7% 13.8% 16.0% 17.1% 18.3% 12.1% 10.9% 0.0%

年齢 (10歳階級）別(栃木県)

年度 20歳未満 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80歳以

上
不詳

H21 0 0 0 2 1 3 2 0 0
H22 0 2 2 0 2 4 1 0 0
H23 0 0 2 1 4 1 2 1 0
H24 1 2 0 3 1 0 1 2 0
H25 1 1 2 1 0 1 1 2 0
H26 0 2 2 3 2 0 1 2 0
H27 0 0 1 1 0 4 2 0 0
H28 1 0 2 0 2 1 3 0 0
H29 1 0 1 3 1 3 1 1 0
合計 4 7 12 14 13 17 14 8 0
割合 4.5% 7.9% 13.5% 15.7% 14.6% 19.1% 15.7% 9.0% 0.0%

年齢 (10歳階級）別(下野市)
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（４）同居人の有無の動向     単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自殺者のうち「同居人の有無」については、全国や県では「同居人が有り」の

割合は 70％台であるが、本市は 82％と全国や県よりも高い割合となっていま

す。 

 

あり
70%

なし
29%

不詳
1%

全国の自殺者の同居人の有無

(H21～H29の結果の合計)

あり

75.6%

なし

23.8%

不詳
0.5%

栃木県の自殺者の同居人の有無

(H21～H29の結果の合計)

あり
82.0%

なし
18.0%

下野市の自殺者の同居人の有無

(H21～H29の結果の合計)

区域 年度 あり なし 不詳

H21 22,976 8,923 586

H22 22,142 8,644 548

H23 21,410 8,561 399

H24 19,305 7,922 362

H25 18,906 7,819 316

H26 17,384 7,594 240

H27 16,244 7,333 229

H28 14,650 6,855 198

H29 14,198 6,778 151

合計 167,215 70,429 3,029

H21 452 124 7

H22 407 124 1

H23 387 108 2

H24 358 115 2

H25 346 111 1

H26 312 100 3

H27 293 90 5

H28 265 104 0

H29 266 97 0

合計 3,086 973 21

H21 7 1 0

H22 10 1 0

H23 9 2 0

H24 7 3 0

H25 7 2 0

H26 9 3 0

H27 8 0 0

H28 7 2 0

H29 9 2 0

合計 73 16 0

下野市

同居人の有無

全国

栃木県

総数
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（５）職業別の動向                      単位：人 

 

※無職は、失業者・年金雇用保険等生活者・その他の無職者の合計 

 

 

●自殺者の職業は、全国や県と同様本市も「失業者」や「年金・雇用保険等生活

者」、「無職者」の割合が最も高い状況です。 

※

区域 年度 自営業 被雇用 学生など 主婦 失業者
年金・雇用
保険等生

活者

その他の
無職者

無職 不詳

H21 3,184 9,083 934 2,284 2,310 5,991 7,963 16,264 736

H22 2,717 8,493 918 2,326 1,955 6,033 8,186 16,174 706

H23 2,678 8,149 1,023 2,364 1,799 5,982 7,780 15,561 595

H24 2,285 7,375 962 1,956 1,385 6,210 6,955 14,550 461

H25 2,114 7,232 916 1,907 1,195 6,504 6,706 14,405 467

H26 1,835 7,121 870 1,671 1,037 6,215 6,113 13,365 356

H27 1,690 6,741 831 1,493 945 6,227 5,519 12,691 360

H28 1,525 6,285 787 1,339 873 5,641 4,908 11,422 345

H29 1,432 6,392 813 1,207 664 5,503 4,785 10,952 331

合計 19,460 66,871 8,054 16,547 12,163 54,306 58,915 125,384 4,357

H21 67 134 10 51 45 128 140 313 8

H22 40 141 10 40 41 153 105 299 2

H23 39 118 13 52 29 133 103 265 10

H24 31 120 15 30 20 142 113 275 4

H25 33 106 16 29 21 154 92 267 7

H26 38 119 13 20 10 103 106 219 6

H27 26 112 13 27 21 113 71 205 5

H28 26 118 8 26 14 87 89 190 1

H29 19 121 11 28 20 65 92 177 7

合計 319 1,089 109 303 221 1,078 911 2,210 50

H21 1 1 0 1 0 4 0 4 1

H22 2 3 0 2 1 1 2 4 0

H23 0 5 0 0 0 3 3 6 0

H24 0 2 2 0 0 3 3 6 0

H25 0 1 2 1 0 2 3 5 0

H26 0 8 0 2 0 1 1 2 0

H27 0 2 0 1 0 3 1 4 1

H28 1 3 1 1 1 1 1 3 0

H29 1 4 1 0 0 2 3 5 0

合計 5 29 6 8 2 20 17 39 2

職業別自殺者数

全国

栃木県

総数

下野市
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（６）動機別の動向                      単位：人 

 
 

 
 

 
 

 

 

●自殺者の動機は全国、県と同様、本市も「健康」の割合が最も多い。不詳を除

いて次に多いのは、全国や県では「経済・生活」であるが本市は「家庭」という

のが特徴です。 

年度 家庭 健康 経済・生活 勤務 男女 学校 その他 不詳

H21 4,082 15,780 8,294 2,507 1,115 361 1,600 8,232
H22 4,455 15,714 7,338 2,569 1,092 369 1,518 7,962
H23 4,515 14,544 6,336 2,668 1,130 427 1,601 7,955
H24 4,044 13,559 5,157 2,461 1,022 413 1,513 7,132
H25 3,890 13,588 4,576 2,309 907 375 1,443 6,952
H26 3,623 12,854 4,098 2,214 866 372 1,338 6,319
H27 3,613 12,080 4,030 2,141 795 382 1,327 5,964
H28 3,304 10,948 3,474 1,962 761 318 1,139 5,537
H29 3,151 10,703 3,424 1,976 766 328 1,161 5,319
合計 34,677 119,770 46,727 20,807 8,454 3,345 12,640 61,372

全国

年度 家庭 健康 経済・生活 勤務 男女 学校 その他 不詳

H21 102 404 216 42 12 3 40 31
H22 109 364 169 44 20 10 37 24
H23 66 266 104 37 20 7 24 102
H24 78 303 119 43 23 9 58 63
H25 59 342 91 34 16 13 31 51
H26 51 236 69 45 12 6 14 99
H27 72 253 90 43 22 8 47 14
H28 66 207 72 42 19 6 20 14
H29 47 229 70 39 13 10 17 18
合計 650 2,604 1,000 369 157 72 288 416

栃木県

年度 家庭 健康 経済・生活 勤務 男女 学校 その他 不詳

H21 2 2 2 0 0 0 1 2
H22 4 9 2 0 0 0 1 0
H23 3 4 2 0 0 0 1 3
H24 2 2 2 1 0 1 2 3
H25 0 6 1 1 0 1 0 3
H26 2 6 1 0 0 0 0 4
H27 3 5 0 0 0 0 0 1
H28 0 7 1 1 0 0 0 1
H29 2 8 2 2 1 0 0 0

合計 18 49 13 5 1 2 5 17

下野市

0

2

4

6

8

10

家庭 健康 経済・生活 勤務 男女 学校 その他 不詳

(人) 下野市の原因・動機別自殺者総数

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
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（７）地域自殺対策プロファイル【2017】からみた本市の動向 

■本市の自殺の特徴 

・下野市の自殺者数 

平成２４（2012）年度～平成２８（2016）年度の合計４８人（男性３１人、女性１７

人）（自殺統計（自殺日・住居地）） 

・下野市の主な自殺の特徴 

（特別集計（自殺日・住居地）、平成２４（2012）年度～平成２８（2016）年度の合計） 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺率* 

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路** 

1 位:女性 60 歳以上無職同居 8 16.7% 23.7 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

2 位:男性 60 歳以上無職同居 6 12.5% 29.6 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

3 位:男性 40～59 歳有職同居 5 10.4% 14.5 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩

み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

4 位:男性 20～39 歳無職独居 3 6.3% 594.2 

①【30 代その他無職】失業→生活苦

→多重債務→うつ状態→自殺／②

【20 代学生】学内の人間関係→休学

→うつ状態→自殺 

5 位:男性 40～59 歳無職同居 3 6.3% 131.0 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→

うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順とした。 
*自殺率の母数（人口）は平成２７（２０１５）年国勢調査を元に自殺総合対策推進セン 
ターにて推計した。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書２０１３（ライフリンク）を参考に
した。 

 

●下野市の自殺の特徴として上位５区分のうち、平成 24（2012）年～平成 28

（2016）年の自殺者数が最も多かったのは、「60 歳以上無職、同居人ありの

女性」で８人であった。 

（栃木県及び栃木県県南医療圏の１位は、60 歳以上無職、同居人ありの男性） 

 

●下野市の自殺の特徴として上位 5 区分のうち第３位である「男性 40～59 歳

同居」は有職者であった。 

（栃木県及び栃木県県南医療圏の２位は、男性 40～59 歳同居は、無職者） 

 

●下野市の自殺の特徴として上位 5 区分のうち第 4 位である「男性 20～39 歳

無職」は、独居であった。 

【男性 20～39 歳無職は、栃木県（５位）及び栃木県県南医療圏（4 位）で、

同居であった。】 
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２ 市民意識調査の結果 

 

自殺に対する市民の意識などの実態を把握し、この実態に基づいた自殺対策

計画を策定するため、１６歳から７９歳までの７００名（無作為抽出方法による）

を対象に「こころの健康に関する市民意識調査」を実施しました。 

 

 

 

【調 査 方 法】：郵送法（封筒による密封回収） 

 

【調 査 期 間】：平成 30（2018）年９月７日～９月２８日 

 

【調 査 対 象】：市内の 16 歳以上 80 歳未満の男女 

 

【対 象 者 数】：700 名 

 

【有効回答数】：225 名（男 89 名、女 131 名、未回答 5 名） 

 

【回 答 率】：32.1％ 

 

【調 査 項 目】： 自殺総合対策推進センター 

「地域自殺対策政策パッケージ」を参照  

 

市民意識調査のすべての質問項目及び結果は、第 5 章「資料編」に掲載しま

したが、ここでは、本市の市民の現状をよりわかりやすくするため、「幸福度」

「ストレス」「啓発物」「相談機関」「自殺」についての主な７項目の説問と回答

を抽出した形で現状分析を行いました。 
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（１）幸福度について 

現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸せ（０点）」から「とても幸せ

（１０点）」の間で表すと、何点だと思いますか。数字に○を付けてください。

（○は１つ） 

 

 

回答者の幸福度 

幸せの
度合い 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 

人数 0 5 3 7 14 43 25 42 42 18 23 222 

割合 0％ 2％ 1％ 3％ 6％ 19％ 11％ 19％ 19％ 8％ 10％ 100％ 

 

●〈幸福度〉については、全体の 12％の人が「どちらかというと幸せでない」

と回答しており、中でも「幸せの度合いが低い１と 2」と回答した人が、222

人中８人（３％）いました。その８人を年齢別で集計した結果、年齢による偏り

は見られませんでした。 

 

幸福の度合いが低かった０～２の 87.5％の人が「悩みやストレスを感じた

時に、助けを求めたり、誰かに相談したいと思う」と答えている反面、75％

の人が「悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくない」と回答し

ており、相談したい気持ちはあるが、実際には相談まで至らないことが予測さ

れます。 

一方、幸福の度合いが高かった８～10 の人の結果は、「悩みやストレスを感

じた時に、助けを求めたり、誰かに相談したいと思う」、「悩みやストレスを感

じていることを他人に知られたくない」と回答した割合はいずれも低い状況で

した。 

 

 

　とても不幸せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とても幸せ

　　　　　０点　　　１　　　　２　　　　３　　　　４　　　　５　　　　６　　　　７　　　　８　　　　９　　　　　１０点

幸福の度合い回答 0～2（8人） 割合 8～10（83人） 割合

悩みやストレスを感じた時に、
助けを求めたり誰かに
相談したいと思う

7人 87.5% 41人 49.4%

悩みやストレスを感じていること
を他人に知られたくない

6人 75% 16人 19.3%
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（２）「日ごろストレスを感じる」問題について 

あなたは日頃、ａからｇのそれぞれの問題に関して、悩みや苦労、ストレス、不

満を感じることがありますか。（それぞれに○を１つ） 

 

全体集計の割合 

 

家族のこと（年代別回答の割合） 

 

健康のこと（年代別回答の割合）      凡例は上と同じ 

 

●〈日ごろストレスを感じる問題〉については、「家族のこと」や「健康のこと」

が最も多く、「家族のこと」は 30 代～50 代が特に多く、「健康のこと」につい

てストレスを感じているのは 40 代が 6 割という結果でした。 

a 1 2 3

b 1 2 3

c 経済的な問題（倒産、事業不振、借金、失業、生活困窮等） 1 2 3

d 1 2 3

e 1 2 3

f 1 2 3

g 1 2 3

現在ある

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

病気などの健康問題（自分の病気の悩み、身体の悩み、心の悩み等）

家族問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等）

恋愛関係の問題（失恋、結婚をめぐる悩み等）

学校の問題（いじめ、学業不振、教師との人間関係等）

勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働等）

意識して
感じたこと
はない

以前は
あったが
今はない
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（３）「日々の生活で感じること」について 

あなたは日々の生活の中で、次のように感じることはありますか。（それぞれに

○を１つ） 

 

全体集計の割合 

 

自分には価値がないと思う（年代別回答の割合）

 

絶望的だと感じる（年代別回答の割合）        凡例は上と同じ 

 

●〈日々の生活で感じること〉については、「イライラする、不安になる」こと

が少しでもあると回答した人は全体の 80％で、「何をするにも面倒」が 74％、

「気分が沈む」と回答した人が 67％でした。また「自分には価値がないと思う」

が全体の 43％、「絶望的だと感じる人」も全体の 37％であると回答しており、

特に「よくある」の割合が多かったのは 10 代～40 代でした。 

a 1 2 3 4 5

b 1 2 3 4 5

c 1 2 3 4 5

d 1 2 3 4 5

e 1 2 3 4 5

f 1 2 3 4 5

よくある
いつも
ある

ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じることがある

絶望的だと感じることがる

そわそわ落ち着かなく感じることがある

気分が沈み、気が晴れないように感じることがある

何をするにも面倒だと感じることがある

自分は価値のない人間だと感じるときがある

まったく
ない

少しだけ
ある

時々
ある
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（４）「ストレスを感じたときにどうするか」について 

あなたは、悩みやストレスを感じた時にどう考えますか。（それぞれに○を１つ） 

 

全体集計の割合 

 

相談したい（年代別回答の割合） 

 
相談は恥ずかしい（（年代別回答の割合）） 

 

 

●〈ストレスを感じたときにどうするか〉については、「相談したい」と回答し

た割合は全体の 47％でした。一方で「相談することは恥ずかしい」と回答した

割合は 33％であり、「恥ずかしいと思う」と答えた割合が多いのは 10 歳代で

した。 

a 1 2 3 4 5

b 1 2 3 4 5

c 1 2 3 4 5

d 1 2 3 4 5

e 1 2 3 4 5

誰かに悩みを相談することは、弱い人のすることだと思う

どちらと
いえない

ややそう
思う

そう
思わない

あまりそう
思わない

そう思う

助けを求めたり、誰かに相談したいと思う

誰かに相談したりすることは、恥ずかしいことだと思う

悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくない
と思う

悩みや問題は，自分ひとりで解決すべきだと思う
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（５）「自殺対策の啓発物を見たことがあるもの」について 

あなたは、これまでに自殺対策に関する啓発物をみたことがありますか。（○は

いくつでも） 

 

全体集計の割合              男女別の割合 

 

 

年代別の割合 

 

 

●〈自殺対策の啓発物を見たことがあるもの〉については、「ポスター」が 33％

で最も多く、「見たことがない」と回答した割合も 16％と２番目に多い結果で

した。また「見たことがない」と回答した男女別割合では、男性が 18％で女性

よりも多く、さらに別の説問で啓発物をどこで見たことがあるかについては、交

通機関が一番多い結果でした。 

 

 

　１　ポスター　　　　　　　　　　　　　　　　２　　パンフレット　　　　　　　　　　　３　 広報誌

　４　電子掲示板（テロップ）　　　　　　　 ５　　のぼり・パネル　　　　　　　　　６　 インターネットページ

　７　ティッシュ等のキャンペーングッズ　　          　　　　　　　　　　　　　　  ８　 横断幕

　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）    　　　　 　 10　 見たことはない
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（６）「知っている相談機関」について 

あなたは、行政機関などが実施している、次の相談機関（電話相談などを含む）

を知っていますか。 

 

全体集計の割合             男女別の割合 

 

年代別の割合 

 
 

●〈知っている相談機関〉については、「心配ごと相談」と「栃木いのちの電話」

が 15％、「こころのダイヤル」が 14.％でした。 

どれも知らないと回答した割合は全体では９％でしたが、男女別内訳では、男

性は「どれも知らない」と回答した割合が 19％で、特に 20 歳代が多い結果で

した。 

 

　３　こころのダイヤル（県精神保健福祉センター）　　　　　４　こころの健康相談（市健康増進課）

　５　障がい者相談支援センター（市社会福祉課）　　　　　　６　地域包括支援センター（いしばし・こくぶんじ・みなみかわち）

　７　子育て世代包括支援センター（市健康増進課）　　　　 ８　精神保健福祉相談（県南健康福祉センター）

　１　栃木いのちの電話（社会福祉法人）　　　　　　　　　　２　チャイルドラインとちぎ（特定非営利活動法人）

　９　心配ごと相談（市社会福祉協議会）　　　　　　　　10　生活困窮者自立支援事業（市社会福祉協議会）

　11　知っているものはない.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらし応援センター「ささえーる」



 

- 24 - 
 

（７）「これまでに本気で自殺を考えたこと」について 

あなたはこれまでに、本気で自殺したいと考えたことはありますか。（○は 1 つ） 

 

全体集計の割合              男女別の割合 

 

 

年代別の割合 

 

 

 

 

●〈これまでに本気で自殺を考えたこと〉については、「一度もない」と回答した割合

が全体の８３％であるのに対し、「1 年以内に考えたことがある」と回答した人の割合

が３％、「最近 5 年以内に考えたことがある」と回答した人の割合は４％でした。 

また、「1 年以内から 10 年以内に考えたことがある」と回答した割合が多い年代は、

10 歳代～40 歳代でした。 

　１　　これまでに本気で自殺したいと考えたことはない。

　２　　この１年以内に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　３　　ここ５年くらいの間に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　４　　５年～１０年前に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　５　　１０年以上前に、本気で自殺したいと考えたことがある。



 

- 25 - 
 

３ 自殺対策における現状と課題 

現 状               課 題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自殺者を男女別に比較すると、

全国・県と同様女性よりも男性の

方が２倍近く多いが、60 歳以上

の女性においての割合は、全国や

県と比較すると高い傾向にある。 

平成 24（2012）年度～平成 28

（2016）年度の下野市自殺者数

合計 48 人（男 31 人、女 17 人）、

女性 17 人のうち 60 歳以上の無

職・同居ありが 8 人。 

 

 

・自殺者を年齢別に比較すると、

全国・県と同様 60 歳代が最も多

いが、20 歳未満の割合は、全国や

県と比較すると高い傾向にある。 

平成 21（2009）年度～平成 28

（2016）年度の 20 歳未満の自

殺者数合計の割合は全国 2.1％、

県 2.2％、下野市 4.5％ 

 

 

 

・市民意識調査の結果から、「ど

んな事で日ごろストレスを感じま

すか」との設問で、「健康のこ

と」と答えた割合は全体の 35％

で一番多く、このうち 40 歳代が

60％を占めました。 

・60 歳以上の男女が気軽に

相談できる居場所づくりをさ

らに充実する必要がある。 

とくに、60 歳以上の女性

は、無職、同居ありである割

合が高いことから、家事など

で外へ出ることが少ない方を

対象とした見守りや支援が必

要。また、要介護者や介護す

る人の精神的負担を軽減する

施策を行う必要がある。 

 

・20 歳未満の若年層の自殺

を予防するため、中学生から

ストレスとの上手な付き合い

方を学ぶ「こころの健康教

室」を引き続き実施するとと

もに、相談場所の周知、児童

生徒からのＳＯＳに気づくこ

とができるよう、教職員を対

象としたゲートキーパー養成

講座を実施する必要がある。 

 

・40 歳代の働き盛りの体調

管理のサポートとして、健康

相談の受入れや、健康診断の

勧奨、生活習慣病の改善を健

康しもつけ 21 プランの事業

と連携して実施する必要があ

る。 
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第３章 いのち支える基本施策 

本市では、市の自殺実態や市民意識調査の結果を踏まえ、かつ自殺対策の基本

方針に則り、「誰も自殺に追い込まれることのないしもつけ」の実現を目指し、

以下の７つの施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの施策のうち１～４の施策は、国が定める「地域自殺対策政策パッケー

ジ」においても全国的に実施されることが望ましいとされている基本的な取組

です。 

一方５～６の取組は、本市において特に自殺者数を減少させる取り組みが必

要と思われる「若年層」と「高齢者」に焦点を絞った取組で重点施策とします。 

７の取組みは、全庁的に「生きる支援関連施策」として、関係各課が自殺対策

の予防を含めた取り組みを推進していくものです。 

なお、次ページから掲載する基本施策において★印は大項目、●は小項目の見

出しとし、新規事業については（新規）、継続事業については（継続）と表記し

ました。 

≪いのち支える基本施策７項目≫ 

【いのち支える基本施策１】 地域におけるネットワークの強化 

【いのち支える基本施策２】 自殺対策を支える人材の育成 

【いのち支える基本施策３】 市民への啓発と周知 

【いのち支える基本施策４】 生きることの促進要因への支援 

【いのち支える基本施策５】 若年層への支援の強化（重点施策） 

【いのち支える基本施策６】 高齢者への支援の強化（重点施策） 

【いのち支える基本施策７】 「生きる支援関連施策」の実施 
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【いのち支える基本施策１】地域におけるネットワークの強化 

 

自殺対策を推進するために重要な取り組みとして、地域におけるネットワー

クがあります。このネットワークは、自殺対策という限定されたものではなく、

地域に展開されている既存の相談機関を活用して、自殺の要因となり得る分野

のネットワークとの連携を強化していくものであります。 

また、相談支援に携わる職員のほか庁内職員がゲートキーパーとしての自覚

を持って、住民のＳＯＳに気づき、関係機関と速やかに連携・支援できるよう、

研修等の機会を充実させるとともに、新たに共通の相談票を作成し、切れ目のな

い支援体制の確保に努めます。 

 

★庁内におけるネットワークの強化（新規） 

●下野市自殺予防対策連絡会議の開催（新規） 

市の自殺対策を庁内各分野の部署と連携し、自殺予防対策の総合的な推進を図

ります。 

 

★庁外におけるネットワークの強化（新規・継続） 

●（仮称）下野市地域自殺対策ネットワーク協議会の設置（新規） 

自殺対策計画策定後における、庁外の関係機関ならびに民間団体等と緊密なネ

ットワークづくりを行います。協議会は、「こころつなぐシート」を活用した

連携を検討するとともに、自殺対策計画に基づいた各種施策の進捗状況の評

価・検討を行います。 

 

● 医師会、自治会長連絡協議会、民生委員児童委員協議会、人権擁護委員会と

の連携強化（新規） 

地域の見守りやさまざまな相談を担って頂いている医師会、自治会、民生委員

児童委員、人権擁護委員にゲートキーパー養成講座の受講を推奨し、医師会下

野支部、自治会長連絡協議会、民生委員児童委員協議会、人権擁護委員会にお

いて、自殺対策への連携として「こころつなぐシート」を活用します。 

 

●生活困窮者自立支援事業（社会福祉協議会）との連携強化（継続一部新規） 

自殺対策と生活困窮者支援事業との連携を強化し、自殺リスクの高い生活困窮

者を早期から把握し支援できるよう、市社会福祉協議会及び関係機関による支

援調整会議のケース検討会において、「こころつなぐシート」を活用します。 

 

【いのち支える基本施策１】地域におけるネットワークの強化 
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●商工会との連携（新規） 

市内の企業経営者向けのゲートキーパー養成講座を開催し、従業員に対する自

殺対策を連携して推進します。 

 

★共通の相談票の導入（新規） 

●「こころつなぐシート」の導入（新規） 

支援対象者に対する情報を支援機関同士が円滑に共有し、切れ目のない支援を

実現できるよう庁内・庁外の関係機関が共通して使用できる相談票を作成し導

入します。 

また、「こころつなぐシート」の導入にあたっては、（仮称）下野市地域自殺

対策ネットワーク協議会において配布先等を検討して実施します。 

※「こころつなぐシート」（次ページを参照） 

 

 

 

地域の事業所規模別事業所／従業者割合（H26 経済センサス-基礎調査） 

 

 総数 1～4人 5～9人 
10 ～ 19  

人 

20 ～ 29

人 

30 ～ 49

人 

50 ～ 99

人 

100 人以

上 

出向・派遣

従 業 者 の

み 

事業所数 2,254 1,323 415 260 101 83 45 23 4 

従業者数 24,295 2,843 2,724 3,475 2,351 3,111 3,136 6,655 - 

 

労働者数５０人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあるこ

とが指摘されており、地域産業保健センター等による支援が行われている。また

自殺対策の推進の上でも地域の関係機関との連携による小規模事業所への働き

かけがのぞまれる。 
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「こころつなぐシート」の活用法について 

 

（１）「こころつなぐシート」作成の背景 

●いくつかの要因が重なり自殺に至る（平均４つ） 

●うつ状態では次の窓口を訪ねる気持ちがあっても行けないままになることが

多い 

 

自殺はいくつもの要因が重なり合って至る場合が多く、相談者にできる限り

早い段階で「こころつなぐシート」を使用し、複数の相談機関との連携により、

相談者の悩みを早期に解決するためのものです。 

 

（２）「こころつなぐシート」のメリット 

★相談者のメリット：次の相談へのハードルを下げられる。 

●相談場所・担当者が明確➡安心してすぐに次の相談ができる 

●相談者の情報が確実に伝達 ⇒ 「同じ話をしなくてもすむ」相談者の負担軽減 

●複数の相談員が支援 ⇒ 「沢山の問題を一人で抱えている」孤立感を軽減 

 

★相談員のメリット：チームで相談者を支えられる 

●相談の経過と内容が明確に ⇒ 相談員の負担軽減 

●相談結果を集約し成功事例を共有化 ⇒ 相談員のモチベーションを高める 

●市民の多くが抱える問題と連鎖が浮き彫りになる ⇒ 今後の対策に活用 

 

（３）「つなぐシート」を使った相談の流れ 

 

 

 

窓口Ａ               連携先Ｂ 

相談員  相談者                   相談員  相談者 

 

 

 

 

 

 

複数の悩みを

抱えていると

気がついたら 

連携先の担当

者へ連絡し予

約する 

必要に応じ同

行して次の連

携先へ案内 

相談の経過と

内容は、繰り

返さなくても

大丈夫 

 

こころつなぐシート 
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《方 法》（案） 

【初回窓口】 

１.本人に同意を得た上で、署名欄に記入してもらいます。 

 

２.連携先の窓口に電話連絡し、相談受任の確認をとります。 

 

３.相談者の都合に配慮し、相談日時を決定します。また、連携先の担当者名を

明確にし、相談者に伝えます。 

 

連携先の窓口へ 

① 同行する場合 

相談員が「つなぐシート」を持参し相談者を連携先へ案内します。 

② 同行しない場合 

本人に「つなぐシート」を渡し連携先の窓口担当者を訪ねるよう伝えます。 

 

４.相談終了後「つなぐシート」のコピーを２部取り、１部を控えとして各々で

保管し、１部を「健康増進課」へ郵送または持参して下さい。 

 

【連携先窓口】 

１．連携先窓口は「つなぐシート」を受け取り、相談内容を参考にして対応し

てください。 

 

２.相談後相談内容を記載し、さらに連携先が必要な場合は次の連携先を案内

してください。（初回窓口 ２．へもどる） 

 

＊電話相談の場合は、相談者の同意を得た上で「つなぐシート」を次の連携先

へ送付してください。次の連携先で、必ず相談者に署名してもらってくださ

い。 

 

＊各職場ですでに使用している記録用紙を活用することも可能です。その場合

は「つなぐシート」に署名してもらった上で、各職場の記録用紙（コピー可）

を添付してください。 
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自殺対策を支える人材の育成は、対策を推進するうえで基盤となる重要な取

組です。 

本市では、相談支援に携わる職員のほか庁内管理職がゲートキーパーとしての

自覚を持って、住民のＳＯＳに気づき、関係機関と速やかに連携・支援できるよ

う研修等の機会を充実します。 

また、自殺のリスクの高い人を確実に支援につなげられるよう、（仮称）下野

市地域自殺対策ネットワーク協議会の団体を含めた専門機関等を対象としたゲ

ートキーパー養成講座を順次実施します。 

 

★職員に対する研修（新規） 

●自殺対策を全庁的に実施していくことを理解するため、また自殺の実態を理

解し、ゲートキーパーとしての自覚を持つことを目的とした内容を組み入れ

た養成講座を市職員対象に実施します。 

 

●教職員を対象とした、ゲートキーパーとしての自覚を持つことを目的とした

内容を組み入れた養成講座を実施します。また、教職員への自殺対策計画に関

する内容や「SOS の出し方に関する教育」における教職員の役割について理

解促進に努めます。 

 

★民間・ボランティア団体を対象とした研修（新規） 

●医師会、自治会長連絡協議会、民生委員児童委員協議会、人権擁護委員会、商

工会などの民間・ボランティア団体、自殺対策を推進するために共有化を図る

必要がある他の組織を対象としたゲートキーパー養成講座を順次実施します。 

 

★個人企業向けの研修（新規） 

●市内の主に小規模事業所の経営者を対象とした、企業向けのゲートキーパー

養成講座を順次実施します。 

 

★市民向けの研修（新規） 

●本計画期間である平成 35（2023）年度までに、市民向けのゲートキーパー

養成講座を実施し、市内においてより多くの市民が「身近な人の普段と異なる

状態に気づくことのできる」市民となるよう目指します。 

 

【いのち支える基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 
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ゲートキーパー養成講座受講予定表 

年 度 実施予定回数 受講対象予定者 

平成 31（2019）年度 2 回 市職員、教職員 

平成 32（2020）年度 2 回 民間団体 

平成 33（2021）年度 2 回 民間団体 

平成 34（2022）年度 2 回 個人企業 

平成 35（2023）年度 2 回 市 民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゲートキーパー」とは 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要

な支援につなげ、見守る人のことです。 

悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよいか

わからない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ること

があります。悩みを抱えた人を支援するために、周囲の人々がゲートキーパー

として活動することが必要です。 

 

✜ゲートキーパーの役割 

気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

傾 聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

つなぎ：早めに専門家に相談するように促す 

見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る 

（出典：厚生労働省） 

自殺総合対策大綱の中でも、自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を

図るため、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる

「ゲートキーパー」の役割を担う人材等を養成することを目標に掲げていま

す。 

地域のかかりつけの医師、保健師等をはじめとする精神保健福祉従事者、行

政等の相談窓口職員、関係機関職員、民生委員児童委員、人権擁護委員、ボラ

ンティアなど、さまざまな人たちがゲートキーパーの役割を担うことが期待

されています。 
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市民意識調査では、「自殺対策に関する啓発物を見たことがない」と回答した

割合が 16％で、６人に１人が見たことがない状況であります。 

また、本市や県で実施している各種相談機関についても、「心配ごと相談」、「栃

木いのちの電話」を知っているのは、14％～15％と低い割合となっています。

このようなことから、リーフレット等を活用し、工夫した啓発と周知をさらに進

めていく必要があります。 

 

★ リーフレット等啓発物の作成と周知（継続） 

●自殺対策に関する啓発として、９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月

間において、県南健康福祉センターと協働し、生きる支援（自殺対策）に関す

る周知・啓発のため、リーフレットの配布等を実施します。 

●「支え合おう心といのち」～自殺を防ぐために私たちができること～の桃太郎

旗を保健福祉センターに配置します。 

 

★ 相談先情報を掲載したリーフレットの配布（新規） 

●各種手続きや相談のため窓口を訪れた市民に対し、生きる支援に関するさま

ざまな相談先を掲載したリーフレットを配布します。 

●新成人にリーフレットを配布し、いのちや暮らしの危機に陥った際に相談で

きる場所として、さまざまな相談支援機関があることを伝えます。 

●市内の金融機関や公民館、図書館などに啓発用の資料を設置し、市民に対する

周知を図ります。 

 

★自死遺族支援の情報が掲載されたリーフレットの配布（新規） 

●市民課の窓口等に自死遺族への支援情報が掲載されたリーフレットを配布し

ます。また、自死遺族向けの支援情報の周知に努めます。 

 

★ 各種メディア媒体を活用した啓発活動（新規・継続） 

●９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間に合わせ、市の広報誌で生き

る支援（自殺対策）関連の特集記事や、こころの健康相談開催情報等を掲載し

周知を図ります。（継続） 

●市ホームページにおいて、「こころつなぐシート」の啓発を行い、市民の方が

安心して相談できる体制を確保します。（新規） 

●市で開局するラジオ放送局を活用した啓発活動を発信します。（新規） 

【いのち支える基本施策３】市民への啓発と周知 
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自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因（自殺に対

する保護要因）」よりも、「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回

る場合と考えられます。 

そのため「生きることの阻害要因」を減らすことのほか、「生きることの促進

要因」を増やすための取組を併せて行うことによって、自殺リスクを軽減させる

ことが必要であります。こうした点を踏まえ、「生きることの促進要因」への支

援に対する取組を進めます。 

 

★生きることの促進要因」への支援（居場所の活動含む）（新規・継続） 

●高齢者の居場所活動として実施しているサロン等の地域支援事業をさらに

充実させ、ボランティア活動の輪を広げます。（継続） 

 

●本人や家族などの様々なこころの悩みを対象とした相談「こころの健康相談」

を実施します。（継続） 

 

●地域で生活する障がい者の日中活動の場として、地域活動支援センターの充

実を図り、交流のできる場や居場所の確保を引き続き進めます。（継続） 

 

●「障がい者相談支援センター」を基幹型相談支援センターとして新たに位置

付け、障がいのある人すべてが自立した生活を送ることができるよう各種施

策を検討していくとともに、相談窓口の周知や相談支援体制の充実を図りま

す。（新規） 

 

●精神障がい者を周囲から理解し、見守ることができるよう「メンタルヘルス

ボランティア講座」を引き続き実施し、地域での自立支援を進めます。 

 （継続） 

 

●障がいなどがあることを周囲に示し配慮してもらうための「ヘルプカード」

を積極的にＰＲし、市民すべてが障がいのある人への理解を深めます。 

 （継続） 

 

 

 

 

【いのち支える基本施策４】生きることの促進要因への支援 

の支援 
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●社会的養護を必要とする要保護児童の家庭に対し、家庭相談員や保健師が早

期に介入し、児童虐待防止の推進や児童福祉の向上を図る「児童家庭相談事

業」を推進します。また、関係機関のネットワーク機能の強化を図ります。 

（継続） 

 

●助産師・保健師が生後 4 か月健診受診までに家庭を訪問し、育児不安の軽

減を図る「生後４か月までの全戸訪問事業」を引き続き実施します。 

（継続） 

 

●育児の援助を行いたい人と、育児の援助を受けたい人の会員組織化や、子育

てサポートを行う「ファミリー・サポート・センター」を引き続き実施しま

す。（継続） 

 

●乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や、子育てに係る相談の場である

「子育て支援センター」の充実を図ります。（継続） 

 

●生活困窮者の社会的・経済的自立を図ることを目的として、本人の状態に応

じた包括的かつ継続的な相談支援を行う「生活困窮者自立相談支援事業」は、

社会福祉協議会と連携を図りながら実施します。（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】自損行為による救急搬送の状況 

※石橋地区消防組合より「市内医療機関へ救急車が搬送した自損事案件数」  🚑 

 

年 
2013 

（平成 25）年 

2014 

（平成 26）年 

2015 

（平成 27）年 

2016 

（平成 28）年 

2017 

（平成 29）年 

搬送件数 19 件 10 件 9 件 12 件 11 件 

 

市内において、自損行為（故意に自分自身に傷害等を加えた事故）により救急搬送

された件数は、年間平均で約 12 件（5 年平均）であり、1 か月に 1 件の割合で、救

急搬送されている状況にあります。 
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若年層の自殺は、深刻な問題です。過去 10 年間（平成 21（2009）年～29

（2017）年）において、20 歳未満の自殺者の割合は、全国が 2.1％、栃木県

が 2.2％であるのに対し、本市は 4.5％と高い水準となっています。 

また、市民意識調査で「これまで本気で自殺したいと考えたことがある」と答

えた世代は「10 代～40 代」が特に高い割合でした。自殺には至らずとも、深

刻な悩みを抱えている若年層は決して少なくないと思われます。 

若年層が自殺に追い込まれないようにするため、抱えた悩みや問題が深刻化

する手前の段階で、必要な支援につながるよう取り組みます。 

 

★SOS の出し方に関する教育の推進（新規・継続） 

●市では、ストレスとの上手な付き合い方などを学ぶ「こころの健康教室」を中

学 2 年生の生徒全員を対象に実施します。（継続） 

 

●自殺総合対策大綱に位置付けられている「SOS の出し方に関する教育」の方

法を栃木県と共に学校を通して推進します。（新規） 

 

●子どもの教育上の悩みや心配事などを相談員や心理士が対面で受け付ける教

育相談（学校教育サポート事業）を実施します。また、仕事の都合や家庭の事

情等で対面相談ができない場合には、電話相談での対応も行います。（継続） 

 

★学校での啓発活動の推進 

●こころの健康相談や栃木いのちの電話、チャイルドライン等、市内外の相談機

関窓口の周知をさらに強化します。（継続） 

 

●相談機関が掲載された資料の配布 

「生きる支援」に関する相談先情報を掲載したリーフレット等を作成し、市や学

校等を通じて配布するなど若年層への周知を強化します。（新規） 

 

★妊娠・出産から就学後まで一貫した支援の推進（新規・継続） 

●子どもや子育て世帯への支援に関する会議等において、若年層の生きる支援

を協議の議題に挙げ検討することで、自殺対策との連携を強化します。（新規） 

 

 

【いのち支える基本施策５】若年層への支援の強化（重点施策） 
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●保育所、児童館、子育て支援センター等、子どもや保護者と接する機会のある

職員を対象としたゲートキーパー養成講座を実施します。（新規） 

 

●産後２週間健康診査、産後１か月健康診査及び赤ちゃん訪問時に、エジンバラ

産後うつ病質問票等を活用した産後うつ病チェック及び産婦健康診査の問診、

診察なども合わせて総合的に母親等の精神状態を把握し、産後うつ病の早期

発見・早期治療を目的とした、産後うつ病対策を実施します。（継続） 

 

●「ふわり」（子育て世代包括支援センター）を中心に、育児不安を抱える産婦

を対象に、助産師による保健指導、育児相談を実施し、育児不安の軽減と産婦

の心身の安定を図るための産後ケア事業を開始します。（新規） 

 

●要保護児童対策地域協議会において、育児不安や虐待を抱える家庭として、特

定妊婦、要支援児童など支援が必要な家庭の把握を進めます。さらに、保育園

や認定こども園、小中学校等と連携し、子の状態に関わらず養育に困難（主に

親の精神疾患等や生活困窮）を抱える家庭の把握を進め、自殺のリスクの高い

人を特定し支援の必要度を関係者間で協議・整理のうえ、個別支援を進めます。

（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～自殺対策基本法第 17 条第３項～（抜粋） 

学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連

携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人と

して共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は

啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等

のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る

教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

※市内中学 2 年生のこころの健康教室におけるアンケート結果（抜粋） 

朝 食 
毎朝食べる 時々食べる 毎朝食べない 

２９７人 ２１人 ６人 

睡眠時間 
６時間未満 ６～８時間未満 １０時間未満 

１７人 ２２１人 ８４人 

インターネットアク
セス時間 

１～２時間未満 ２～5 時間未満 5 時間以上 

１２５人 １４８人 １８人 

アンケート結果では、「朝食を毎朝食べない」「睡眠時間が短い」「インターネットアク

セス時間が多い」生徒もおり、この場合は、生活リズムが乱れ、こころの健康を損ない

回復力を弱めると言われています。 



 

- 40 - 
 

 

 

高齢化社会や社会構造の変化に伴い、高齢者による自殺は、若年層の自殺と同

じく深刻な問題です。 

自殺者数の年齢別動向において、全国及び県で割合が最も高い水準であるの

は、60 歳代～70 歳代で 18％前後であります。本市で最も多いのが、60 歳代

で 19％、70 歳代も全国や県の割合は、12％前後であるのに対し、本市は 15％

を超える水準となっており、今後、高齢化がさらに進むにつれて、家族や地域と

の関係の希薄化により、社会的に孤立する高齢者が一層増加するおそれがあり

ます。 

高齢者の社会的な孤立は、本人の生きがいの喪失につながるとともに、さまざ

まな問題を抱えたときに誰にも相談できず、自殺のリスクが高まると考えられ

ることから、これをいかに防ぐかが課題であります。このため、「地域の見守り」

を実践できるよう、ゲートキーパー養成講座や「こころつなぐシート」を活用し

ながら、高齢者向けの啓発活動の推進及び、家族を含む支援関係者の自殺対策に

関する知識の向上を図ります。 

 

★高齢者の自殺リスクの早期発見と早期支援（新規） 

●病院への受診や高齢者健診受診時に、自殺のリスクが高いと思われる人がい

た場合、医師会と健康増進課、高齢福祉課が連携をとり早期に介入し、必要な

支援先へとつなぐ取組を検討します。（こころつなぐシートの活用） 

★支援者への啓発（新規・継続） 

●認知症家族交流会において、介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図

るため、介護者同士が日ごろの悩みの解消や、リフレッシュ、情報交換の場を

提供します。（継続） 

●地域包括ケア等担当職員を対象にしたゲートキーパー養成講座を実施します。 

（新規） 

●高齢者と接する際に自殺のリスクに気づけるよう、民生委員児童委員に対す

るゲートキーパー養成講座を実施します。（新規） 

★「地域の支え合い」活動（居場所活動）の充実（継続） 

●家に閉じこもりがちな高齢者が寝たきりや認知症にならないよう、趣味の活

動や仲間づくりの場を提供する「地域ふれあいサロン」を充実します。（継続） 

●家に閉じこもりがちな高齢者で、既存のサロン活動等に参加できない人が、安

心と充足を感じながら過ごすことのできる居場所を構築できるよう、生活支

援コーディネーターが支援します。（継続） 

【いのち支える基本施策６】高齢者への支援の強化（重点施策） 
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本市では、自殺対策とは「生きることの包括的な支援」であるとの基本方針か

ら、既存事業を最大限に活かして、自殺対策の視点を加えた「生きる支援関連施

策」を実施します。 

自殺対策として実施する「生きる支援関連施策」は、全庁的に取り組むことと

して本計画へ盛り込んでいます。 

また、「生きる支援関連施策」とする個々の事業の実施が自殺の減少という「結

果」となってすぐに現れるわけではないため、自殺の増減という「結果」ではな

く、自殺を減少させるための手段（事業）として実施するものとします。 

全庁的に「生きる支援関連施策」を実施するにあたり、個々の事業評価を自殺

対策計画の評価に反映させることは難しいため、平成 30（2018）年 3 月に策

定しました、本計画の上位計画である「健康しもつけ 21 プラン」における「休

養・こころ」の目標値を「生きる支援関連施策」の評価目標とすることとします。 

 

「健康しもつけ 21 プラン」「休養・こころ」の目標値 

評価目標 
現状値 

平成 28（2016）年度 

目標値 

平成 34（2022）年度 

睡眠で休養が十分にとれ

ていない人の割合の減少 
23.9％ 15％以下 

ストレスを大いに感じて

いる人の割合の減少 
16.4％ 13％以下 

自分なりのストレス解消

法がある人の割合の増加 
70.2％ 80％以上 

 

以下、本市における全庁的に実施する「生きる支援関連施策」を掲載します。 

なお、施策として記載がないものでも、本市における窓口への来訪者に対して、

「気づき」「傾聴」「つなぎ」「見守り」を全庁的に行うこと、また必要に応じて

関係機関と調整を行うこととします。 

  

 

 

 

 

【いのち支える基本施策７】「生きる支援関連施策」の実施 
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生きる支援施策一覧（課別） 

ＮＯ 事業名（事務事業名等） 事業概要 自殺対策について期待できる効果 担当課及び主

な関連する基

本施策項目 

1 母子保健事業（母子健康

手帳交付・妊産婦健康診

査等） 

・母子健康手帳交付時にアン

ケートを実施し、その内容を

踏まえ保健師等が面接を実

施する。 

・妊婦健康診査（1 人 14 回

分）、産後 2 週間及び 1 か月

健康診査（1 人 2 回分）、新

生児聴覚検査（1 回分）を医

療機関に委託し実施する。 

・産後 1 か月健康診査では、

身体的な項目の他、産後うつ

自己評価票の記載を行い、リ

スクのある産婦に対し支援

の検討を実施する。 

・お誕生連絡票提出時にもア

ンケートを実施し、その内容

を踏まえ保健師等が面接を

実施する。 

▼望まない妊娠や精神疾患等の既

往や治療中などは、母親の自殺リス

クを高める場合がある。 

▼早期の段階から専門家が関与し、

問題の聞き取りを踏まえて必要な

助言・指導を提供することで、自殺

リスクを軽減させるとともに、必要

時には他の専門機関へつなぐなど

の対応を図ることができる。 

▼保健師等が、自殺のリスクや支援

のポイント等に関する研修を受講

することで、自殺対策を踏まえた対

応の強化を図ることができる。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】生きるこ

との促進要因

への支援 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策 

 

2 母子支援事業（両親学級・

親子教室・子育て巡回相

談・母乳育児相談） 

・両親学級は、新しい家族を

迎えるために妊娠、出産、育

児についての知識や技術の

習得、仲間づくり、市の母子

保健事業の説明の場の他、母

子健康手帳交付時の面接な

どから、経過観察等が必要と

なる妊婦のフォローを行う。 

・母乳育児相談は、乳幼児健

診でのフォローや育児不安

の相談の場として実施する。 

・親子教室『カンガルー広場』

は、育児不安、育児手技が未

熟などの親子を対象に育児

相談及び手遊び等を実施し、

『のびのび教室』は 1 歳 6 か

月児健診から 2 歳半まで、

『たけのこ教室』は 2 歳児半

から 3 歳児健診まで、『さく

らんぼ教室』は 3 歳児健診か

ら就学前までの支援が必要

な親子を対象に親子遊び等

を実施し、育児相談や発達の

経過観察を行う。 

・市内 3 か所の子育て支援セ

ンターにおいて、年 6 回巡回

相談を実施し、その後、事後

会議を行う。 

▼産後うつや育児ストレス等は、母

親の自殺リスクを高める場合があ

る。 

▼早期の段階から専門家が関与し、

問題の聞き取りを踏まえて必要な

助言・指導を提供することで、そう

したリスクを軽減させるとともに、

必要時には他の専門機関へつなぐ

などの対応を図ることができる。 

▼保健師等が、自殺のリスクや支援

のポイント等に関する研修を受講

することで、自殺対策を踏まえた対

応の強化を図ることができる。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】生きるこ

との促進要因

への支援 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策 
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3 乳幼児健康診査事業（乳

幼児健康診査・5 歳児健

康相談・乳幼児二次健康

診査） 

・乳幼児健康診査では、問診、

計測、小児科歯科診察、各種

指導、個別相談を実施する。 

・5 歳児健康相談では、施設

と保護者のアンケートをも

とに個別相談等必要な支援

に繋げる。 

・乳幼児二次健康診査では、

小児科医師、心理職、言語療

法士、作業療法士による総合

的な相談を実施する。 

▼こどもの発達に関して専門家が

相談に応じることで、母親の負担や

不安の軽減に寄与し得る。 

▼必要時には別の関係機関へ繋ぐ

等の対応を取ることで、包括的な支

援を提供し得る。 

▼保健師等が、乳幼児を持つ母親の

抱えがちな自殺のリスクと対応に

ついての研修を受講することで、母

親との面接時に異変や困難に気づ

き、問題があれば関係機関に繋ぐ

等、自殺対策を踏まえた対応の強化

を図ることができる。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】生きるこ

との促進要因

への支援 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策 

4 思春期保健事業 ・命の大切さ、性教育等を実

施し、自己肯定感を高められ

るような支援をするため、市

内小中学校及び特別支援学

校（県主催）に対し、思春期

講座（出前事業）を実施する。 

▼望まない妊娠や性被害等は児童

生徒の自殺リスクにつながりかね

ない重大な問題である。 

▼思春期講座の中で相談先を紹介

することにより、児童生徒に相談先

の情報の周知を図れる。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

5 心理発達相談事業 ・乳幼児健診、親子教室、子

育て巡回相談においては、集

団場面での親子の様子を観

察し、子ども発達や母親等が

訴える不安に対し個別支援

を行う。・5 歳児健康相談では

集団場面での行動を観察し、

保育士と支援方針の検討を

行い、必要時保護者への個別

相談に対応する。・乳幼児二

次健診では、児の発達評価と

保護者の相談に対応し、児へ

の関わり方についてのアド

バイスを行う、・要支援妊婦

や特定妊婦の支援方針を決

定する「こんにちは赤ちゃん

ケース検討会議」や「受理会

議」、必要時保健師との訪問

等も行う。 

▼こどもの発達に関して専門家が

相談に応じることで、母親の負担や

不安の軽減に寄与し得る。 

▼必要時には別の関係機関へ繋ぐ

等の対応を取ることで、包括的な支

援を提供し得る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】生きるこ

との促進要因

への支援 

6 歯の衛生事業 ・年 3 回、年少児から小学 2

年生までを対象にフッ素塗

布及び歯科相談を実施する。 

・年 2 回、2 歳児歯科検診を

実施する。 

▼こどもに対する歯科検診等は、家

庭の生活状況や抱える問題を把握

する機会となり得る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】生きるこ

との促進要因

への支援 

7 子育て世代包括支援セン

ター事業 

・保健師、助産師等の専門職

が母子保健コーディネータ

ーとなり、妊娠、出産、子育

てに関する各種の相談に応

じ、必要に応じて支援プラン

の策定や関係機関と連携を

図り、きめ細かい支援を実施

する。 

▼早期の段階から専門家が関与し、

問題の聞き取りを踏まえて必要な

助言・指導を提供することで、自殺

リスクを軽減させるとともに、必要

時には他の専門機関へつなぐなど

の対応を図ることができる。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 
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8 産後ケア事業 ・助産師等の専門家が、病院、

診療所、助産所等にて、褥婦

及び産婦並びにその新生児

や乳児に対し、乳房ケアや心

身のケアや休養、育児に関す

る指導等のきめ細かい支援

を委託にて実施する。 

▼産後は育児への不安等から、うつ

等のリスクを抱える危険がある。 

▼出産直後の早期段階から専門家

が関与し、必要な助言や指導等を提

供することで、退院後も他の専門機

関と連携して、支援を継続すること

ができれば自殺リスクの軽減にも

つながり得る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

9 健康増進事業 ・健康しもつけ 21 プランの

推進を行う。 

・健康増進法第 9 条「健康診

査の実施に関する指針」に基

づく①健康相談、健康教育②

歯周疾患検診③骨密度検査

④肝炎ウイルス健診⑤8020

運動表彰を実施する。 

・健康推進員活動の支援及び

養成講座を実施する。 

▼計画の次期改訂の際には、計画の

中で自殺対策につき言及すること

で、自殺対策との連動性を高めてい

くことができる。 

▼健康相談や健康教育の中で、『休

養、こころ』について取り上げ、市

民への周知や啓発の機会を図る。 

▼健康づくり推進員の養成講座の

中に、自殺対策の視点を入れ込むこ

とにより、推進員が自殺のリスクを

早期に察知し、適切な支援先へ繋ぐ

等の対応が取れるようになる可能

性がある。 

▼健康づくり推進員にゲートキー

パー研修を受講してもらうことで、

自殺のリスクを早期に察知し、適切

な機関へ繋ぐ等の対応を強化でき

る可能性がある。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

１】 地域にお

けるネットワ

ークの強化 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成 

 

10 青年期生活習慣病予防事

業 

・若年層を対象に集団検診に

てヤング健診と保健指導を

実施する。 

・9 か月児健康診査対象児の

保護者を対象に血圧測定と

保健指導を実施する。 

・乳幼児を持つ保護者を対象

とした、食育教室を市内保育

園や幼稚園、子育て支援セン

ター等で実施する。 

▼保健指導の場面を利用すること

で、問題に関する詳しい聞き取りを

行ったり、必要な場合には専門機関

に繋いだりするなど、支援への接点

となり得る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

11 心の健康づくり自殺対策

事業 

・うつや関連する症状及び心

の悩みを抱えた方を支援す

るため、精神科医による「こ

ころの健康相談」を年 6 回実

施する。 

・市内の中学生を対象とした

自殺対策講演会を実施する。 

・自殺予防街頭キャンペーン

や広報誌により、自殺予防の

啓発を実施する。 

▼うつや関連する症状及び心の悩

みを抱えた方の中には地域社会で

の生活に際して様々な困難を抱え

ており、自殺リスクの高い方も少な

くない。 

▼講演会の中で自殺行動について

取り上げることができれば、自殺問

題についての啓発の機会となり得

る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

３】 市民への

啓発と周知 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 
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12 地域医療体制整備事業 ・小山地区医療圏の休日、夜

間における救急医療を確保

するため、在宅当番医制度や

2 次救急医療機関による輪番

制を小山地区医師会内で実

施する。 

▼通常時間外で応急処置が必要な

方の中には、精神疾患の急激な悪化

や家族の暴力等、自殺リスクにかか

わる問題を抱えているケースがあ

ることが想定される。 

▼ケースによっては必要な支援先

へ繋ぐ等の対応を取るなど、自殺対

策と連動させることでより効果的

な支援になり得る。 

健康増進課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

１】 地域にお

けるネットワ

ークの強化 

 

13 保育の実施(公立保育園・

私立保育園など) 

・公立保育園・私立保育園な

どによる保育・育児相談の実

施 

・保護者による家庭保育が困

難な乳幼児の保育に関する

相談 

▼保育士にゲートキーパー研修を

実施することで、保護者の自殺リス

クを早期に発見し、他の機関へとつ

なぐ等、保育士が気づき役やつなぎ

役としての役割を担えるように な

る可能性がある。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

14 保育料等納入促進事業 ・保育料の滞納縮減に努める

とともに、納入しやすい環境

を整える。 

・保育料等収納担当職員によ

る滞納者の実態調査や夜間

訪問を実施し、収納業務を強

化する。 

▼保育料を滞納している保護者の

中には、生活上の様々な問題を抱え

て払いたくても払えない状態、か

つ、必要な支援につながっていない

方もいると思われる。 

▼収納担当の職員にゲートキーパ

ー研修を受講してもらうことで、そ

うした保護者に気づいた時には適

切な機関へつなぐ等、収納担当職員

が気づき役やつなぎ役としての役

割を担えるようになる可能性があ

る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成 

15 利用者支援事業 ・利用者支援相談員を配置

し、保育を必要としている世

帯の相談に応じ、それぞれの

ニーズに合ったサービスの

情報を提供することで保護

者の選択肢を増やすととも

に、待機児童の減少を図る。 

▼コーディネーターにゲートキー

パー研修を実施することで、保護者

から相談があった場合には適切な

機関につなぐ等、コーディネーター

が気づき役やつなぎ役としての役 

割を担えるようになる可能性があ

る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成 

16 児童家庭相談事業 ・社会的養護を必要とする要

保護児童の家庭に対し、家庭

相談員や保健師が早期介入

し、児童虐待防止の推進、児

童福祉の向上を図る。また、

関係機関のネットワーク機

能の強化を図る。 

▼子育て支援を行う関係団体同士

のネットワークを強化していくこ

とは、自殺のリスクを抱えた保護者

の早期発見と支援の強化にもつな

がり得る。 

▼相談員にゲートキーパー研修を

受講してもらうことで、自殺のリス

クを早期に察知し必要な機関へと

つなぐ等の対応を強化できる可能

性がある。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成 

17 生後 4 か月までの全戸訪

問事業 

・4 か月健診健診受診までに

助産師、保健師が家庭訪問し

育児不安の軽減を図る。 

▼助産師等が訪問する場を設ける

ことで、自殺リスクの軽減に寄与し

得るとともに、危機的状況にある保

護者を発見し早期の対応につなげ

る接点にもなり得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 
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18 育児ママパパリフレッシ

ュ事業 

・乳児を持つ保護者のリフレ

ッシュを図る。 

▼子どもの一時預かりは、保護者の

負担を軽減し、リスクの軽減に寄与

しうる。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

19 養育支援訪問事業 ・要支援家庭に対し必要な支

援をすることにより、子ども

の養育を安定させ児童虐待

の未然・再発防止を図ってい

く。 

▼周囲に親類・知人がいない場合、

子育てに伴う過度な負担が保護者

にかかり、自殺リスクが高まる可能

性がある。 

 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

20 子育て短期支援事業 ・保護者の病気、出産、家族

の介護、冠婚葬祭、就労など

の理由により家庭で一時的

に児童の養育ができない場

合に、一定期間、宿泊を伴っ

た養育・保護を行うことで児

童及びその家族の福祉の向

上を図る。 

▼子どもの一時預かりは、保護者の

負担を軽減し、自殺リスクの軽減に

寄与しうる。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

21 子育て世帯外出支援事業 ・未就学児の子育て世帯に対

してデマンドバスの無料利

用券を交付することにより、

子育て世帯の外出支援を図

る。 

▼子育て世帯の外出支援は、保護者

の負担を軽減しリスクの軽減に寄

与しうる。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

22 お母さんに感謝状贈呈事

業 

・若年層の夫婦に子育てしや

すい環境であるとの印象を

与え、定住促進や産後の精神

的負担軽減に寄与する。 

▼産後間もない母親に市長からの

感謝状を交付することにより、産後

の精神的負担を軽減しリスクの軽

減に寄与しうる。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

23 ファミリー・サポート・

センター事業 

・育児の援助を行いたい人と

育児の援助を受けたい人の

会員組織化 

 

▼提供会員を対象にゲートキーパ

ー研修を実施することで、子育てに

関連する悩みや自殺リスクの把握

についての理解が深まり、必要時に

は専門機関の支援につなげるなど、

気づき役やつなぎ役の役割を担え

るようになる可能性がある。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成 

24 児童手当事業 ・子どもを養育している者に

児童手当を支給することに

より、次代の社会を担う子ど

もの成長及び発達に資する。 

▼手当支給は、保護者の経済的負担

を軽減し、リスクの軽減に寄与しう

る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 
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25 児童扶養手当事業 ・父母の離婚などにより 18

歳未満の子を監護する父ま

たは母（祖父母含む）へ児童

が 18 歳になるまで所得に応

じて手当を支給する。 

▼手当の支給機会を、市民との接触

窓口、支援へのつなぎの接点として

機能し得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

26 遺児手当事業 ・両親または父母の一方が死

亡して遺児となった児童を

養育している方へ、義務教育

が終了する前まで所得に応

じて手当を支給する。 

 

▼手当の支給機会を、市民との接触

窓口、支援へのつなぎの接点として

機能し得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

27 母子父子寡婦福祉事業 ・母子家庭自立のための母

子・父子自立支援相談員兼婦

人相談員を配置し、相談業務

及び DV 被害者等への保護事

業 

・緊急一時補助施設(民間シ

ェルター）運営費の助成。 

▼貸付の前後で、保護者と対面でや

りとりする機会があれば、自殺リス

クを早期に発見し、他機関と連携し

て支援を行っていく上での契機に

なり得る。 

▼返済が滞っている世帯は何らか

の問題を複合的に抱えていること

が少なくなく、自殺のリスクを抱え

ている可能性もある。 

▼そうした可能性を想定し、リスク

を抱えた世帯を支援へとつなぐ接

点として当該事業を活用できる可

能性がある。 

▼自立支援員にゲートキーパー研

修を受講してもらうことで、自殺リ

スクの高いひとり親家庭を、他の機

関へとつなぐ等の対応の強化につ

ながり得る。 

▼様々な問題の相談に応じており、

女性が何かしらの困難に直面した

際の最初の相談窓口となっている。 

▼関係機関の紹介、問題内容に応じ

た連携支援も担い、女性への生きる

ことの包括 的支援の窓口となり得

る。 

▼配偶者やパートナーから暴力を

受けるという経験は、自殺のリスク

を上昇させかねない。 

▼相談の機会を提供することで、当

該層の自殺リスクの軽減に寄与し

得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

２】 自殺対策

を支える人材

の育成【いの

ち支える基本

施策４】 生き

ることの促進

要因への支援 

28 母子生活支援施設措置事

業 

・配偶者のいない女子又はこ

れに準ずる事情にある女子

と、その看護すべき児童の母

子生活支援施設への入所を

実施し、入所施設の実施運営

費を扶助することで、自立の

促進のためにその生活を支

援する。 

▼母子家庭は経済的困窮をはじめ

様々な困難を抱えて、自殺リスクが

高い場合も少なくない。 

▼施設入所のあっせんを通じて、そ

うした家庭を把握するとともに、心

理的なサポートも含めた支援を継

続的に行うことで、自殺リスクの軽

減にもつながり得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 
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29 母子家庭等対策総合支援

事業 

・ひとり親の自立促進を図る

ため、各種給付金を給付す

る。 

・自立支援教育訓練給付金  

・高等職業訓練促進給付金等 

・高卒認定試験受講修了時等     

給付金 

▼それぞれの給付金申請時に申請

者とやりとりができるのであれば、

自殺のリスクを抱えた方を把握し

て、支援へとつなげる接点になり得

る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

４】 生きるこ

との促進要因

への支援 

30 児童館事業 ・18 歳までの子どもの遊び

の拠点や居場所として、地域

において子育て支援を行い、

子どもの心身を健やかに育

成することを目的とした事

業 

▼周囲に親類・知人がいない場合、

子育てに伴う過度な負担が夫婦（特

に妻）にかかり、自殺のリスクが高

まる恐れもある。 

▼保護者が集い交流できる場を設

けることで、そうしたリスクの軽減

に寄与し得るとともに、危機的状況

にある保護者を発見し早期の対応

につなげる接点にもなり得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

31 学童保育事業 ・就業等により昼間保護者の

いない家庭の小学校児童を

放課 後及び長期休業中に学

童保育所で保育する 

▼学童保育を通じて、保護者や子ど

もの状況把握を行う機会が多々あ

り、悩みを抱えた子どもや保護者を

把握する接点になり得る。 

▼学童保育の職員にゲートキーパ

ー研修を受講してもらうことで、問

題を抱えている保護者や子どもが

いた場合には、その職員が必要な機

関へつなぐ等の対応が取れるよう

になる可能性がある。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策） 

32 子育て支援センター事業 ・乳幼児のいる保護者同士の

交流・情報交換や子育てに係

る 相談の場の設置 

▼周囲に親類・知人がいない場合、

子育てに伴う過度な負担が夫婦（特

に妻）にかかり、自殺のリスクが高

まる恐れもある。 

▼保護者が集い交流できる場を設

けることで、そうしたリスクの軽減

に寄与し得るとともに、危機的状況

にある保護者を発見し早期の対応

につなげる接点にもなり得る。 

こども福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

５】 若年層へ

の支援の強化

（重点施策 

33 見守りネットワーク事業 ・地域で活動する団体や企

業、高齢者と接する機会を有

する関係者が連携して、地域

社会全体で高齢者を見守る

ためネットワークづくりに

取り組み、拡大を図る。 

▼ネットワーク会議の開催を通じ

て、関係者同士の連携を深めること

により、地域包括ケアと自殺対策と

を連動させていく上での基盤の構

築に寄与し得る。協力者は、活動中

高齢者に何らかの異変に気付いた

時は高齢福祉課、地域包括支援セン

ターに連絡する。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

１】 地域にお

けるネットワ

ークの強化 

 

34 災害時等要援護者支援事

業 

・65 歳以上のひとり暮らし

高齢者又は高齢者のみ世帯

を把握し、災害時における支

援体制を整備する。 

▼地域の見守り名簿の情報を、見守

り活動を行う民生委員等と共有す

ることで、自殺のリスクを抱えてい

る可能性のある住民へのアウトリ

ーチに活用できる。（ただし、個人

情報の扱いには十分な注意が必要

である。） 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 



 

- 49 - 
 

35 老人クラブ補助事業 ・高齢者の活動を支援するこ

とを目的とし、老人クラブに

おける高齢者自らの生きが

いを高め、健康づくりを進め

る活動やボランティアをは

じめとした地域活動の推進

を図るため各単位老人クラ

ブに補助金を交付。 

▼講習会や研修会で自殺問題に関

する講演ができれば、高齢者への問

題啓発と研修機会となりうる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

36 高齢者外出支援事業 ・通院等で公共交通機関を利

用することが困難な 75 歳以

上の高齢者に、デマンドバス

の無料利用券（10 枚）を配

布。外出支援を推進し高齢者

の孤独感解消やひきこもり

防止を図る。 

▼外出することにより、高齢者の孤

独感やひきこもり防止を図りそれ

が心の安定にもつながる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

37 老人保護措置事業 ・高齢者の身体上、精神上、

環境上または経済的な理由

により、居宅での生活が困難

な高齢者及び虐待等により

生命への影響が危惧される

高齢者を養護老人ホームへ

措置し安心して生活できる

場の提供を行う。 

▼老人ホームへの入所手続きの中

で、当人や家族等と接触の機会があ

り、問題状況等の聞き取りができれ

ば、家庭での様々な問題について察

知し、必要な支援先につなげる接点

ともなりうる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

38 生活支援型ホームヘルプ

サービス 

・介護保険の要介護認定者を

除く概ね 65 歳以上のひとり

暮らし高齢者等に対し、ホー

ムヘルパーが訪問し、家事援

助等の必要な生活支援を行

う。 

▼介護保険サービスの利用がなく、

家に閉じこもりがちであったり、身

体面で問題や不安を抱えて孤立状

態にある高齢者を把握し、アウトリ

ーチする際の接点となり得る。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

39 高齢者虐待防止事業 ・高齢者が住み慣れた地域で

安心して生活できるよう、養

護者等による高齢者虐待対

応への体制整備や 高齢者虐

待防止ネットワーク運営委

員によるネットワークの構

築により、高齢者の虐待防止

や早期発見に努め、高齢者や

養護者への支援を行うと と

もに、関係機関の連携体制の

強化を図る。 

▼ネットワーク協議会において高

齢者の自殺実態や抱えこみがちな

課題、虐待や介護と自殺との関係性

等につき情報共有することで、高齢

者向けの自殺対策について理解を

深めてもらい、関係者による取組の

推進を図ることができる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

40 安否確認システム貸与事

業 

・ひとり暮らし高齢者等で、

特に体調等に不安を感じて

いる方に対し、緊急事態に対

応できるシステム機器を貸

与することにより、安心した

生活の確保と精神的不安の

解消を図る。 

▼通報システムの設置を通じて、ひ

とり暮らし高齢者の連絡手段を確

保し、状態把握に努めるとともに、

必要時には他の機関につなぐ等の

対応をするなど、支援への接点とし

て活用し得る。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

41 配食サービス事業 ・ひとり暮らし高齢者及び高

齢者のみ世帯等に、栄養バラ

ンスのとれた食事を提供し、

併せて安否確認を行う。 

▼お弁当を手渡し、安否確認をする

際に、心理的なサポートも併せて行

うことができれば、自殺のリスクの

軽減にも資する包括的な支援にな

る可能性がある。 

高齢福祉課 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 
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42 認知症総合支援事業費 ・「下野市認知症総合支援事

業実施要綱」に基づき、「認知

症対策推進委員会」で協議し

ながら、「認知症初期集中支

援推進事業」「認知症地域支

援・ケア向上事業」「認知症の

人とその家族等に対する支

援に関し必要な事業」につい

て実施する。 

①認知症サポーター養成講

座②認知症カフェ③認知症

家族交流会④認知症初期集

中支援チーム員設置等を実

施する。 

▼認知症の家族にかかる負担は大

きく、介護の中で共倒れとなった

り、心中が生じたりする危険性もあ

る。 

▼認知症の初期段階より家族等を

含めたかかわりを持ち包括的な支

援を行うことで、介護する側とされ

る側双方の負担軽減が図られ、精神

的負担の軽減に寄与する。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

 

43 認知症サポーター養成講

座 

・誰もが安心して暮らせる地

域づくりを目指して、認知症

についての正しい知識を持

ち、認知症の人や家族を応援

する認知症サポーターを養

成する。 

▼認知症の家族にかかる負担は大

きく、介護の中で共倒れとなった

り、心中が生じたりする危険性もあ

る。 

▼多くの認知症サポーターを養成

し、さらにステップアップ講座を開

催し、サポーターがそのようなリス

クの早期発見と対応等に、気付き役

としての役割を担えるようになれ

ると同時に、同じ地域の介護者に声

掛けをして、孤立しないよう心がけ

ることができる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

44 認知症カフェ ・認知症の家族がいる方や、

認知症に関心がある方、介護

従事者など、地域で認知症に

関心を持つ住民が気軽に集

まれる場を開設することに

より、気分転換や情報交換の

できる場を提供する。 

▼認知症当事者やその家族のみな

らず、介護従事者が悩みを共有した

り、情報交換を行ったりできる場を

設けることで、介護者相互の支え合

いの推進に寄与しえる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

45 認知症家族交流会 ・介護者同士が日頃の悩みの

解消や、リフレッシュ、情報

交換の場を開設する。 

▼介護者同士の交流会の機会の提

供により、介護者への支援の強化を

図ることができる。 

▼被介護者同士が悩みを共有した

り、情報交換を行ったりできる機会

を設けることで、介護者同士の支え

合い・助け合いを推進しえる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

46 介護給付に関する事務 ・要介護認定を受けた被保険

者の居宅介護、通所介護、訪

問介護、短期入所、施設入所

等 

▼介護は当人や家族にとって負担

が大きく、最悪の場合心中や殺人へ

とつながる危 険もある。 

▼相談支援の提供は、介護にまつわ

る問題を抱えて自殺のリスクが高

い住民との接触機会として活用し

得る。 

▼相談を通じて当人や家族の負担

軽減を図ることで、自殺リスクの軽

減にも寄与し得る。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 
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47 介護予防普及啓発事業 ・高齢者の健康寿命を延伸

し、介護状態とならないため

に実施する事業。対象者の心

身の状態に合わせて参加で

きる事業体系として整備し、

介護予防の充実を図る。 

①転倒骨折予防教室  

② ゲ ー ゴ ル セ ラ ピ ー 教 室 

③能力アップトレーニング

④男の筋トレ塾  

⑤ふれあいサロン 

▼申込者の教室やサロンへの参加

で、万が一の時のために、高齢者の

自殺実態とその対策（気づきと対応

等）について説明することで、同年

代の高齢者のリスク察知と対応に

ついての理解促進を図れる。 

▼高齢男性の中には、退職後に職場

を始めとした周囲とのつながりを

失うことで、地域において孤立して

しまう方もいる。 

▼イベントへの参加機会を捉えて、

男性の健康状態を把握し、必要時に

は適切な機関へつなぐ等の接点と

して機能させることができる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

48 包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業費 

・地域包括ケアを支える中核

機関として、市内に 3 か所の

地域包括支援センターを設

置し、3 センター全てを社会

福祉法人等に委託し、地域に

密着した活動を推進する。 

高齢者やその家族、又は介護

者の悩み事や介護保険等に

関する総合相談を実施 

▼問題の種類を問わず、総合的に相

談を受けることで、困難な状況に陥

った高齢者の情報を最初にキャッ

チできる窓口となる。 

▼訪問等のアウトリーチ機能も有

していることから、支援の途中で関

わりが途切れる事態を防ぐことも

可能で、取組自体が生きることの包

括的支援（自殺対策）にもなってい

る。 

▼介護は当事者や家族にとっての

負担が大きく、時に孤独になり自殺

リスクにつながる場合もある。 

▼介護にまつわる諸問題について

の相談機会の提供を通じて、家族や

当人が抱える様々な問題を察知し、

支援に繋げることは、自殺対策にも

つながる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

49 在宅医療・介護連携推進

事業費 

・地域で安心して暮らす上

で、必要な医療・介護を切れ

目なく受けられる体制の整

備を目指し、医療機関や介護

事業所等の関係機関を構成

員とする「下野市在宅医療・

介護連携推進協議会」を開催

し、医師会を始めとする多職

種との連携を強化する。 

▼「下野市在宅医療・介護連携推進

協議会」での議題として、地域の自

殺実態や自殺対策の内容等につき

報告し、関係者の認識の共有や理解

の促進を図ることで、自殺対策（生

きることの包括的支援）を、様々な

支援機関の連携促進や対象者への

包括的なサービスの提供等に繋げ

られる可能性がある。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

50 生活支援体制整備事業費 ・地域の生活支援・介護予防

サービス等を担う事業主体

と連携しながら、生活支援・

介護予防サービスの充実を

図るとともに、地域における

支え合い・助け合いの体制づ

くりを推進するため、生活支

援コーディネーターの配置

や協議体の設置により、ネッ

トワーク構築、社会資源開

発、ニーズとサービスのマッ

チングを市民の手で実施し

て行く。 

▼地域包括ケアシステムの推進は、

地域包括ケアと自殺対策との連動

を進める上で重要な活動になる。 

▼種々の活動を通じて、地域の問題

を察知し支援へとつなげる体制を

整備するだけでなく、地域住民同士

の支え合いや助け合いの力の醸成

にもつながり、それは自殺対策（生

きることの包括的支援）になる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 
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51 地域介護予防支援事業 ・地域住民を対象に、介護予

防運動「しもつけ元気はつら

つ体操」の指導者養成講座を

開催することで、自治会やコ

ミュニティ単位のサロン等

で実施する「しもつけ元気は

つらつ体操教室」を指導でき

る人材を育成する。 

▼指導者となる住民に、サポーター

養成講座の研修受講を推奨し、自殺

のリスクに対する気付きの力を高

めてもらうことにより、教室参加者

の中に自殺のリスクを抱えていそ

うな人がいた場合には、行政につな

ぐ等の対応を推進することにつな

がる。 

高齢福祉課 

 

【いのち支え

る 基 本 施 策

６】高齢者へ

の支援の強化

（重点施策） 

52 障害福祉計画策定・管理

事業 

(障がい者福祉計画策定

事業） 

・障がい者計画及び障がい

福祉計画の進行管理を行う

とともに、次期障がい者計

画、障がい福祉計画及び障

がい児福祉計画の策定を行

う。 

▼障害者福祉事業と自殺対策事業

との連携可能な部分の検討を進め

ることにより、両事業のさらなる

連携の促進を図ることができる。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

53 日中一時支援事業 ・障がい者等に活動の場を

提供し、障がい者等を見守

り社会に適応するための日

常的な訓練や支援サービス

を行うとともに、当該者を

日常的に介護している家族

の負担軽減を図る。 

▼一時的な見守り等の支援が必要

な機会を活用し、障害者（児）の

状態把握を行うことで、虐待等の

危険 を早期に発見するための機会

ともなり得る。それは自殺リスク

への早期対応にもつな がりうる。 

▼日中において監護の介護の負担

を軽減するという意味で、支援者

（介護者）への支援としても位置

付け 得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

54 心身障害者福祉手当支給

事務 

（特別障がい者手当等給

付事業） 

・精神又は身体に重度の障

がいがあるため、日常生活

において常時特別の介護を

必要とする状態にある在宅

の障がい者（施設入所及び

入院不可）及び日常生活に

おいて常時介護を必要とす

る状態にある在宅（施設入

所不可）の障がい児に対し

て、手当を支給し福祉の増

進を図る。 

▼申請手続きの際に、当事者や家

族等と対面で応対する機会を活用

することで、問題の早期発見・早

期対応への接点になり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

55 難病患者等福祉手当給付

事業 

・平成 27 年 1 月に制定さ

れた難病法及び児童福祉法

の改正により、厚生労働大

臣が指定した難病または小

児慢性特定疾患に罹患し、

栃木県が発行した医療受給

者証が交付されているもの

に対し、長期化する医療費

の経済的負担を軽減するた

めに難病患者等福祉手当を

支給する。 

▼申請手続きの際に、当事者や家

族等と対面で応対する機会を活用

することで、問題の早期発見・早

期対応への接点になり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

56 障害児支援に関する事務 

（障がい児通所支援事

業） 

・障がい児がその能力を活

用し、自立した日常生活を

営むことができるよう通所

支援サービスを行う。 

▼障がい児を抱えた保護者への相

談支援の提供は、保護者に過度な

負担が掛かるのを防ぎ、結果とし

て保護者の自殺リスクの軽減にも

寄与し得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 
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57 訓練等給付に関する事務 

（障がい者自立支援給付

事業） 

・障がい児・者及び難病患

者等がその有する能力を活

用し、自立した日常生活を

営むことができるよう障が

い福祉サービスの提供を行

う。 

▼自立した日常生活を営むことが

できるような取組は自殺リスクの

軽減にも寄与し得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

 

58 訪問入浴事業 

（訪問入浴サービス事

業） 

・訪問により居宅において

入浴サービスを提供し自力

又は家族の介護のみでは入

浴できない介助の必要な方

の身体の清潔保持、心身機

能の維持等を図り福祉福祉

の増進を図る。 

▼自立した日常生活を営むことが

できるような取組は自殺リスクの

軽減にも寄与し得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

59 障害者講座・講習の開催 

（メンタルヘルスボラン

ティア養成講座の開催） 

・障がいの中でも一般人に

理解されにくい精神障がい

について正しい理解を深

め、精神障がい者に寄り添

い、精神障がいを持つ方が

暮らしやすい地域を目指す

ことを目的として実施す

る。 

▼今後の講座において、精神疾患

を起因とする自殺の問題を取り上

げることができれば、住民に対す

る啓発の機会となり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

【いのち支え

る基本施策

２】 自殺対

策を支える人

材の育成 

60 障害者差別解消推進事業 

（障がい者差別解消支援

地域協議会の開催） 

・障がいを理由とする差別

の解消を推進するため、障

がい児者相談支援センター

に相談窓口を設置するほ

か、住民や民間事業者等に

対し周知・啓発を行う。 

▼必要時には適切な機関へつなぐ

等の対応について理解を深めても

らい、自殺リスクを抱 えた人の把

握、支援を拡充していくことがで

きる。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

61 地域自立支援協議会の開

催 

（障がい者自立支援協議

会運営事業） 

・障がい者の生活を地域全

体で支えるため、相談支援

体制をはじめとする地域の

障がいに関する課題の抽出

や検討、システムづくりに

ついて中核的な役割を果た

す協議の場を設置する。 

▼相談支援体制をはじめとする地

域の障がいに関する課題の抽出や

検討、システムづくりで構築され

たネットワークは、自殺対策（生

きる ことの包括的支援）を展開す

る上での基盤ともなり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

62 障がい者虐待の対応 ・障がい者虐待に関する通

報・相談窓口の設置 

▼虐待への対応を糸口に、当人や

家族等、擁護者を支援していくこ

とで、背後にある 様々な問題をも

察知し、適切な支援先へとつない

でいく接点（生きることの包括的

支援への接点）にもなり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 



 

- 54 - 
 

63 障害者基幹相談支援セン

ター 事業 

（障がい児者相談支援セ

ンター） 

・障がい者等の福祉に関す

る様々な問題について障が

い者（児）及 びその家族等

からの相談に応じ、必要な

情報の提供及び助 言その他

の障害福祉サービスの利用

支援等、必要な支援を 行

う。加えて、関係機関との

連絡調整、その他障害者等

の権利擁護のために必要

な、相談支援の基幹となる

相談支援セ ンターを運営す

る。 

▼問題を抱えている場合には適切

な窓口へつなぐ等、自殺リスクを

抱えた人の把握や支援を担い、自

殺予防につながる。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

64 手話通訳者等派遣事業 

（意志疎通支援事業） 

・聴覚障害者・中途失聴

者・難聴者が社会生活にお

いて意思 疎通を図る上で、

支障がある場合に手話通訳

者・手話奉仕 員・要約筆記

者を派遣し、コミュニケー

ションの確保、社会参加及

び緊急時の支援を行う。 

（小山地区で実施） 

▼通訳者研修を受講してもらうこ

とで、対象者 の抱える自殺リスク

に早期に気づき、必要時には適切

な機関へつなぐ等、支援員が気づ

き役、つなぎ役としての役割を担

えるようになる可能性がある。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

65 ガイドブック作成事業 

（保健♡福祉ガイドブッ

ク） 

・障がい者とその家族に対

して、各種福祉制度の概要

や手続き方法などを紹介す

るガイドブックを作成・配

布することにより、 障がい

者の方々がその有する能力

や適性、ライフステージに

合 わせて適切なサービスを

利用できるよう情報を提供

し、その在宅生活の質の向

上や社会参加の促進等を図

る。 

▼ガイドブックの改訂時に、生き

る支援に関連する相談窓口の一覧

情報を入れ込むことで、住民に対

する相談機関の周知の拡充を図る

ことができる。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

66 民生委員・児童委員事務 ・民生委員・児童委員によ

る地域の相談・支援等の実

施 

▼民生委員・児童委員は、自らも

地域住民の一員として、それぞれ

が担当する区域において住民生活

上の様々な相談に応じ、行政機関

や支援、サービスへのつなぎ役と

しての役割を担っていることか

ら、地域の最初の窓口として機能

し得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

67 保護司会補助金 ・地域の保護司会の健全な

運営を図るため、保護区保

護司会分区に補助金を支給

する。 

▼民間人としての柔軟性と地域の

実情に通じた特性を活かし、保護

観察官と協働して保護観察や更生

保護活動を実施していく中で、自

殺予防の対応も可能となる。 

社会福祉課 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

68 心配ごと相談事業 ・市民の福祉や利便性向上

のため、総合的な相談、サ

ービスの提供や案内を行

う。下野市社会福祉協議会

へ委託している。 

▼自殺リスクを抱えた（抱えかね

ない）相談者がいた場合、気づき

役としての役割を担える可能性が

ある。 

社会福祉課 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 
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69 生活保護各種扶助事務 

（生活保護費） 

・生活保護を必要とする世

帯（者）に対する、厚生労

働大臣の定める基準により

算定した生活・住宅・教

育・介護・医療・出産・生

業・葬祭扶助 

▼扶助受給等の機会を通じて当人

や家族の問題状況を把握し、必要

に応じて適切な 支援先につなげら

れれば、自殺のリスクが高い集団

へのアウトリーチ策として有効に 

機能し得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

70 生活保護施行に関する事

務 

（被保護者就労支援事

業） 

・就労支援に関する被保護

者からの相談に応じ、自立

促進を目的とした必要な情

報提供及び助言を行う。 

▼生活保護利用者（受給者）は、

利用（受給）していない人に比べ

て自殺のリスクが高いことが既存

調査により明らかになっており、

各種相談・支援の提供は、そうし

た人々 にアプローチするための機

会となり得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

71 生活困窮者自立支援事業 

（生活困窮者自立相談支

援事業） 

・生活困窮者の自立に向け

た相談・支援を行い、生活

保護に至る前での自立を促

す。 

▼生活困窮に陥っている人と自殺

のリスクを抱えた人とは、直面す

る課題や必要としている支援先等

が重複している場合が多く、厚生

労働省からの通知でも生活困窮者 

自立支援事業と自殺対策との連動

が重要であると指摘されている。 

▼そのため関連事業に関わるスタ

ッフ向けの合同研修会を行ったり

共通の相談票を 導入するといった

取組を通じて、両事業の連動性を

高めていくことが重要である。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

72 生活困窮者自立支援事業 

（住居確保給付金事業） 

・一定の要件を充たした離

職者に対し、本人の申請に

基づき３か月間（３か月毎

に最長９か月まで延長可

能）家賃相当分を給付し、

住宅の確保と求職活動を支

援する。 

▼住居は最も基本的な生活基盤で

あり、その喪失の恐れや不安は自

殺リスクを高め ることになりかね

ない。 

▼住居問題を抱えている人は自殺

のリスクが高まることが少なくな

いため、自殺のリス クが高い集団

にアプローチする窓口、接点とな

り得る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

73 生活困窮者自立支援事業 

（子どもの学習支援事

業） 

・生活保護世帯及び就学援

助費受給世帯の中学生を対

象とした学習支援事業 

▼子どもに対する学習支援を通じ

て、当人や家庭の抱える問題を察

知できれば、当該 家庭を支援につ

なげる等の対応が可能となり、支

援につなぐ機会、接点となり得

る。 

社会福祉課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

74 男女共同参画推進事業 ・男女共同参画プランに基

づき各種事業の推進と進捗

管理を行うとともに、認知

度向上と意識改革を図るた

め、男女共同参画情報紙の

発行、啓発パネルの展示活

動等を実施する。「配偶者等

からの暴力対策基本計画」

に基づき、啓発等を実施す

る。 

▼ワーク・ライフ・バランスを推

進することによって、いきがいが

生まれ、自殺対策と関連させられ

る可能性がある。 

▼ＤＶ対策を推進及び啓発するこ

とによって、自殺リスクを抱えた

ＤＶ被害者を減らすことができる

可能性がある。 

市民協働推進

課 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 
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75 人権啓発事業 ・市人権教育・啓発推進行

動計画の進捗状況を調査し

随時「人権推進審議会」に

おいて検討し、その結果を

施策の推進に反映する。 

▼いじめや自殺問題について言及

する等、自殺対策を啓発する機会

とする可能性がある。 

地域の中で困難を抱えている人に

気づき、適切な相談窓口につなげ

るうえで、地域の最初の窓口とし

て機能する可能性がある。 

市民協働推進

課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

76 人権擁護委員事業 ・人権擁護にかかる意識醸

成のために事業（人権の花

運動、人権作文・書道）の

実施するほか、人権擁護委

員会の活動費補助を行う。 

市民協働推進

課 

 

【いのち支え

る基本施策

１】 地域に

おけるネット

ワークの強化 

77 産業医による、健康相談 

（職員の健康管理事務） 

・職員の、心とからだの健

康の保持増進のため、産業

医による健康相談を月１回

開催している。 

▼職員の、心理面の健康の維持増

進を図り、職員を支援する体制を

整えることで、自殺対策の一環と

なる。 

総務人事課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

78 産業カウンセラー相談 

（職員の健康管理事務） 

・職員のメンタルヘルス対

策の一環として、産業カウ

ンセラーによる相談を年６

回開催している。 

▼職員の、心理面の健康の維持増

進を図り、職員を支援する体制を

整えることで、自殺対策の一環と

なる。 

総務人事課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

79 職員研修 ・職員のメンタルヘルス対

策の一環として、研修会を

実施している。（若手職員

（6 年目）対象のキャリア

デザイン研修、管理職対象

のメンタルヘルス研修な

ど） 

▼職員研修の一部として、メンタ

ルヘルスに対する講義等を導入す

ることで、全庁的に自殺対策を推

進するベースとなり得る。 

総務人事課 

 

【いのち支え

る基本施策

２】 自殺対

策を支える人

材の育成 

80 非常備消防事務費 

（下野市防災ガイドブッ

クの発行） 

・下野市防災ガイドブック

の発行（全戸配布及び市内

公共施設に配置。） 

▼命や暮らしに関する分野の連絡

先を一覧に加えることで、住民に

対する相談先情報の拡充、周知に

寄与し得る。 

安全安心課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

81 防犯対策事業 

（自主防犯団体） 

・自主防犯ボランティア団

体と連携や情報の共有化を

図り、地域での安全安心な

まちづくり活動の効果的な

推進を図る。 

▼合同パトロール等で自殺に関す

る情報等を共有することで、子ど

もの自殺対策についての意識の醸

成、取組推進へ向けた契機となり

得る。 

安全安心課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 
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82 交通安全対策事業 ・交通安全広報啓発活動 ▼交通安全広報啓発活動時に自殺

関連資料を配布することで支援機

関等の情報周知が可能となる。 

安全安心課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

83 消費者行政事業 

（消費生活相談） 

・消費生活相談・情報提供 

・消費者教育・啓発 

・消費者団体活動支援 

▼消費生活上で、多重債務等の困

難な状況にある人の中には、自殺

のリスクを抱える方もいる。 

▼消費生活に関する相談をきっか

けに、抱えている他の課題も把

握・対応していくことで、包括的

な問題の解決に向けた支援を展開

し得る。 

安全安心課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

84 中小企業制度融資事業 ・市内中小企業の資金調達

を容易にし、中小企業の振

興に寄与するため、各種制

度融資、信用保証料の補給

等を行う。 

▼融資の機会を通じて、企業の経

営状況を把握するとともに、経営

難に陥り自殺のリスクの高まって

いる経営者の情報をキャッチし、

適切な支援先につなぐなどの対応 

商工観光課 

 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

85 生涯学習情報センター管

理運営事業 

（まちづくりリクエスト

講座の受付・コーディネ

ート） 

・市の職員が講師となって

市が行っている様々な仕事

の内容や専門知識をわかり

やすく説明する。 

▼各学校から講座の要望に応じて

小学校高学年および中学３年生を

対象に思春期講座（担当：健康増

進課）として、心身の発育発達の

変化と「生命の誕生」について解

説し、自他の命を尊重する大切さ

を指導している。 

生涯学習文化

課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

86 図書館共通管理運営事業 

（３館共通の管理運営） 

・住民の生涯学習の場とし

ての読書環境の充実 

▼関連図書の購入やおはなし会と

いった親子への本の読み聞かせの

中で自他の命を尊重する大切さ

を、図書を通して伝えている。 

▼自殺関連のリーフレットなどの

配布依頼があれば配布を行ってい

る。 

生涯学習文化

課 

 

【いのち支え

る基本施策

３】 市民へ

の啓発と周知 

87 青少年育成事業 

（青少年育成団体の支援

及び補助金交付） 

・下野市子ども会育成会連

絡協議会に対し、活動補助

金を交付している。 

▼子ども会活動の活性化により、

地域と子育て世帯が交流する機会

を増やし、地域としての横のつな

がりを強化することで、地域全体

で悩みを抱える子どもや世帯を発

見し、問題解決の最初の窓口とな

り得る。 

生涯学習文化

課 

【いのち支え

る基本施策

４】 生きる

ことの促進要

因への支援 

88 保幼小中連携事業 

（幼児教育・小学校教育

連携事業） 

・幼稚園、保育園、認定こ

ども園、小学校、中学校間

で連携し、スムーズな移行

を図るとともに、希望や目

標をもって各学校に入学

し、それぞれの学校生活に

スムーズに移行できる児童

生徒を育てることを目的と

する。 

▼幼稚園、保育園、認定こども

園、小学校、中学校間で、児童生

徒の家族の状況等も含めて情報を

共有できれば、自殺のリスクを抱

える家庭を包括的・継続的に支援

することができる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 
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89 学校図書館活用事業 

（スクールアシスタント

配置事業） 

・学校図書館司書を各小中

学校に配置し、学校図書館

の利活用を図る。 

▼学校の図書館スペースを利用

し、9 月の自殺予防週間や 3 月の

自殺対策強化月間時に、「いのち」

や「心の健康」をテーマにした展

示や関連図書の特集を行うこと

で、児童生徒等に対する情報周知

を図ることができる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

３】 市民へ

の啓発と周知 

90 広報活動事業（ホームペ

ージ による情報発信含

む）（学校教育運営事

業） 

・市 HP や市教育情報ネッ

トワーク「けやきネット」

等を活用し、学校で行われ

ている特色ある教育活動、

地域全体で共通に取り組ん

でいる教育活動に関して、

時宜にかなった形で分かり

やすく情報を提供する。 

▼各校での教育活動のようすや、

いじめ対策への取組等を住民に対

して周知することができる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

３】 市民へ

の啓発と周知 

91 就学に関する事務 

（特別支援教育推進事

業） 

（学校教育サポート事

業） 

・特別な支援を要する児童

生徒に対し、関係機関と連

携して一人ひとりの障害及

び発達の状態に応じたきめ

細かな相談を行う。 

▼特別な支援を要する児童・生徒

は、学校生活上で様々な困難を抱

える可能性が想定される。 

▼各々の状況に応じた支援を、関

係機関が連携・展開することで、

そうした困難を軽減し得る。 

▼児童・生徒の保護者の相談にも

応じることにより、保護者自身の

負担感の軽減にも寄与し得る。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

92 就学援助と特別支援学級

就学奨励補助に関する事

務 

（児童生徒就学援助事

業） 

・経済的理由により、就学

困難な児童・生徒に対し、

給食費・ 学用品等を補助す

る。 

・特別支援学級在籍者に対

し、就学奨励費の補助を行

う。 

▼就学に際して経済的困難を抱え

ている児童・生徒は、その他にも

様々な問題を抱えており、保護者

自身も困難を抱えている可能性が

考えられる。 

▼費用の補助に際して保護者と応

対する際に、家庭状況に関する聞

き取りを行うことで、自殺リスク

の早期発見と対応に加えて、相談

先一覧等のリーフレットの配布等

を通じた情報提供の機会にもなり

得る。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

93 教職員人事・研修関係事

務 

（教育研究振興事業） 

・教職員の研修及び研究・

生活リズムの向上、体力の

向上に向けた取組を行う。 

▼教職員の過労や長時間労働が問

題となる中で、研修により、メン

タルヘルスの状態を客観的に把握

し、必要な場合には適切な支援に

つなげる等の対応を取ること等に

ついて理解を深めることで、教職

員への支援（※支援者への支援）

の意識醸成につながり得る。 

▼研修資料の１つとして相談先一

覧等のリーフレットの配布を行う

ことで、教員自身ならびに児童生

徒向けの支援策の周知徹底と活用

を図ることができる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

２】 自殺対

策を支える人

材の育成 

94 学校職員安全衛生管理事

業 

（学校教育運営事業） 

・学校医（健康管理医）を

委嘱し、職員の健康管理を

行う。保健衛生事業団に委

託し、教職員健康診断を実

施する。 

▼学校職員（支援者）の健康管理

を通じて、支援者に対する支援の

充実を図ることができる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

２】 自殺対
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策を支える人

材の育成 

95 学校職員ストレスチェッ

ク事業 

（学校教育運営事業） 

・労働安全衛生法に基づき

学校職員等のストレスチェ

ックを実施し、メンタル不

調の未然防止を図る。（H31

からは、公立学校共済組合

へ事業を委託予定） 

▼ストレスチェックの結果を活用

することで、児童生徒の支援者で

ある教職員に対する支援（支援者

への支援）の強化を図ることがで

きる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

２】 自殺対

策を支える人

材の育成 

96 いじめ防止対策事業 

（教育研究振興事業） 

（下野子ども力発動プロ

ジェクト事業） 

・フォーラムの開催や、各

校のいじめ防止基本方針の

点検と見直し、個別支援等

を通じて、いじめの早期発

見、即時対応、継続的な再

発予防を図る。 

▼いじめは児童生徒の自殺リスク

を高める要因のひとつであり、い

じめを受けている児童生徒の早期

発見と対応を行うだけでなく、い

じめを受けた子どもが周囲に助け

を求められるよう、SOＳの出し方

教育を推進することで、児童生徒

の自殺防止に寄与し得る。 

▼フォーラム開催時や個別支援時

に、リーフレットを児童生徒に配

布することで、いじめにあった際

の相談先の情報等を周知できる。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

97 教育相談（いじめ含む） 

（学校教育サポート事

業） 

・子どもの教育上の悩みや

心配事に関する相談を、相

談員や心理士が対面で受け

付ける。また、仕事の都合

や家庭の事情等で来室でき

ない場合には、電話相談も

行う。 

▼学校以外の場で専門の相談員に

相談できる機会を提供すること

で、相談の敷居を下げ、早期の問

題発見・対応に寄与し得る。 

▼教育相談に訪れた保護者にリー

フレットを配布することで、相談

先情報の周知を図ることもでき

る。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

 

98 不登校児童生徒支援事業

（学校教育サポート事

業） 

・不登校児童生徒(公立学校

に通う小中学生)を対象にし

た適応指導教室を設置 

・不登校児童生徒の集団再

適応、自立を援助する学

習・生活指導等の実施( 

・不登校児童生徒の保護者

に対する相談活動の実施 

▼適応指導教室の指導員にゲート

キーパー研修を受講してもらうこ

とで、自殺リスクの把握と対応に

ついて理解が深まり、不登校児童

生徒の支援の拡充につながる可能

性 がある。 

▼ゲートキーパー研修受講によ

り、不登校児童生徒の保護者から

相談のあった場合に、指導員が必

要に応じて適切な機関へつなぐ等

の対応をとれるようになる可能性

がある。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 
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99 食生活改善事業委託料 

（学校食育推進事業） 

・生活習慣病を予防するた

め「食」を通して適塩や野

菜摂取の必要性を理解して

もらうことにより、生活習

慣病を予防するとともに、

健康寿命の延伸を図る。（食

生活改善推進委員への委託

事業） 

▼食生活に問題があり生活習慣病

等に罹患する方の中には、生活苦

や身近な支援 者の不在など、日常

生活上の問題ゆえに自殺のリスク

が高い人も少なくないと思われ

る。 

▼各種イベントにおいて、生活習

慣病を切り口に、住民の生活状況

の把握等を行うことで、自殺のリ

スクが高い住民がいた場合には、

個別相談や継続支援につなげる等

の支援への接点となり得る。 

学校教育課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

100 奨学金貸付事業 ・経済的理由により修学困

難な学生・生徒に対し、無

利子で奨学金の貸付を行

う。 

▼保護者等からの申請時に、家族

歴や家庭における経済状況等の聞

き取りを行うことで、資金面の援

助に際しては他の機関につなげる

など、より優位な支援を行ってい

くことが可能になる。 

▼支給対象の学生に相談先等のリ

ーフレットを配布することで、支

援先の情報周知を図ることもでき

る。 

教育総務課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 

101 児童表彰事業 

 

・下野市児童表彰条例に基

づき、学校長の推薦により

小学校 6 年生全員に市長か

らメダルを、教育長から賞

状を授与し激励している。 

▼児童の優れた個性を見出してこ

れを表彰することで、児童に自信

と誇り（自己有用感）を持たせ健

全な心身の発達を助長する。 

教育総務課 

 

【いのち支え

る基本施策

５】 若年層

への支援の強

化（重点施

策） 
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第４章 自殺対策の推進体制 

「誰も自殺に追い込まれることのないしもつけ」の実現を目指して、関係機関

ならびに民間団体等と緊密な連携を図るとともに、さまざまな関係者の知見を

活かし、自殺対策を総合的に推進します。 

そのため、（仮称）下野市地域自殺対策ネットワーク協議会を設置し、自殺対策

計画策定後における、庁外の関係機関ならびに民間団体等と緊密なネットワー

クづくりを行います。協議会は、「こころつなぐシート」の活用法を検討し、ま

た実践していくとともに、自殺対策計画に基づいた各種施策の進捗状況の評価

や検討を行うものとして位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携した取り組み、サポート、 

助言、こころつなぐシートの共有 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）下野市地域自殺対策ネットワーク協議会 

（所掌事務）案 

（１） 自殺対策に関する地域のネットワークづくりに関すること。 

（２） 自殺対策の啓発及び相談体制に関すること。 

（３） 自殺対策計画策定後の施策の評価、検討に関すること。 

※学識経験者、各種相談機関、医師会、商工会、民生委員、自治会など

を想定 

下野市自殺予防対策連絡会議 

（所掌事務） 

（１） 自殺予防対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（２） 自殺予防対策に関する情報の収集及び連携に関すること。 

（３） その他自殺予防対策の総合的な推進に関すること。 

委員長 健康福祉部長 副委員長 総合政策課長 

委員 健康増進課長 委員 市民協働推進課長 

委員 商工観光課長 委員 総務人事課長 

委員 教育総務課長 委員 安全安心課長 

委員 学校教育課長 委員 社会福祉課長 

委員 生涯学習文化課長 委員 こども福祉課長 

委員 高齢福祉課長   
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資料編 

１ 策定経緯 

２ 「平成３０年度こころの健康に関する市民意識調査」調査票 

３ 「平成３０年度こころの健康に関する市民意識調査」アンケート結果 

４ 自殺対策基本法（平成２８年４月改正） 

５ 自殺総合対策大綱（概要） 

６ 下野市自殺対策計画策定委員会設置要綱 

７ 下野市自殺予防対策連絡会議設置要綱 

８ 相談機関一覧（下野市、栃木県、社会福祉協議会） 
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１ 策定経緯 

平成 30（2018）年 7 月 

下野市庁舎 203 会議室 

第 1 回自殺対策計画策定委員会  

・委員長及び副委員長の選任について          

・栃木県自殺対策計画の概要について  

・下野市の自殺者数の動向について  

・関係機関等における現在の自殺対策の取組み事項と今後必要

な取組み事項についての意見交換 

・今後のスケジュールについて 

平成 30（2018）年 8 月 

きらら館研修室 

 

第 2 回自殺対策計画策定委員会 

・第 1 回下野市自殺対策計画策定委員会議事録について          

・地域自殺実態プロファイル【2017】下野市、県南医療圏、

栃木県について 

・下野市自殺対策計画の構成（案）について 

・「こころの健康に関する市民意識調査」について 

平成 30（2018）年 9 月

7 日～9 月 28 日 

（郵送による回収） 

 

アンケートの実施 

【調査対象】：市内の 16 歳以上 80 歳未満の男女 

【対象者数】：700 名 

【有効回答数】：225 名 

【回収率】：32.1％ 

平成 30（2018）年 11 月 

下野市庁舎 203 会議室 

第 3 回自殺対策計画策定委員会 

・第 2 回下野市自殺対策計画策定委員会議事録について 

・「こころの健康に関する市民意識調査」結果について        

・（仮称）いのち支える下野市自殺対策計画（素案）について 

・今後のスケジュールについて 

平成 30（2018）年 12 月

～平成 31（2019）年 1

月 

・委員へ郵送による素案の内容確認 

・いのち支える下野市自殺対策計画（素案）まとめ 

平成 31（2019）年 2 月 ・パブリックコメント実施 

平成 31（2019）年 3 月 

下野市庁舎 304 会議室 

 

第４回自殺対策計画策定委員会 

・パブリックコメント結果報告及び最終計画案について 
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２ 「平成 30 年度こころの健康に関する市民意識調査」調査票 

 

 

 

 

  

Ⅰ　はじめに、あなたのことについておたずねします。

問１ あなたの性別と年齢を教えてください。（○は１つ）

※性別を選択することに違和感や抵抗感がある場合は、回答をいただかなくても結構です。

問２ 下野市での居住年数はどのくらいですか。（○は１つ）

問３ あなたの家の世帯情報をお選びください。（○は１つ）

問４ 配偶者との現在の関係をお選びください。（○は１つ）

問５ あなたの主たるご職業をお選びください。（○は１つ）

問６ ご家族の家計の余裕はどの程度あるか教えてください。（○は１つ）

問７ 現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸せ（０点）」から「とても幸せ（１０点）」

の間で表すと、何点だと思いますか。数字に○を付けてください。（○は１つ）

　１　男性　　　　２　女性　　　　３　その他

　１　１５歳～１９歳　　２　　２０歳～２４歳　　　３　２５歳～２９歳　　４　３０歳～３４歳　　５　３５歳～３９歳

　６　４０歳～４４歳　　７　　４５歳～４９歳　　　８　５０歳～５４歳　　９　５５歳～５９歳　　10　６０歳～６４歳

　11 ６５歳～６９歳　　12 ７０歳～７４歳　　　13 ７５歳～７９歳

　１　１年未満　　　　　　　　　　　　　　２　　１年以上５年未満　　　　　　　　３　　５年以上１０年未満

　４　１０年以上１５年未満　　　　 　　５　　１５年以上２０年未満　　　　　　６　　２０年以上

　１　ひとり暮らし　　　　　　 　　　　 　　　２　　配偶者のみ　　　　　　  　　　　３　親と子（２世代）

　４　祖父母と親と子（３世代）　　　　　　５　　その他

　１　同居している　　　　　　　　　　　　　２　　単身赴任中　　　　　　　　　　３　別居している

　４　離別・死別した　　　　　　　　　　　　５　　配偶者・パートナーはいない

　とても不幸せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とても幸せ

　　　　　０点　　　１　　　　２　　　　３　　　　４　　　　５　　　　６　　　　７　　　　８　　　　９　　　　　１０点

　１　全く余裕がない　　　　　　　　　　　　２　　あまり余裕がない　　　　　　　　　３　どちらともいえない

　４　ある程度余裕がある　　　　　　　　　５　　かなり余裕がある

　１　会社・団体などの役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　勤めている（管理職）

　３　勤めている（役員・管理職以外）　　　　　　　　　　　　４　　自営業（事業経営・個人商店など）

　７　専業主婦・主夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　　学生（専門学校生含む）

　５　派遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　パート・アルバイト

　９　自由業（個人で自分の専門的知識や技術を生かした職業に従事）

 10   その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 11  無職（求職中）　                          　　   　         12 　無職（仕事はしたいが、現在求職していない）

 13　無職（仕事はしたいと思わない）
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Ⅱ 悩みやストレスに関しておたずねします。

問８ あなたは日頃、ａからｇのそれぞれの問題に関して、悩みや苦労、ストレス、不満を感じる

ことがありますか。（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3

b 1 2 3

c 経済的な問題（倒産、事業不振、借金、失業、生活困窮等） 1 2 3

d 1 2 3

e 1 2 3

f 1 2 3

g 1 2 3

問９ あなたは日々の生活の中で次のように感じることはありますか。 （それぞれに○を１つ）

a 1 2 3 4 5

b 1 2 3 4 5

c 1 2 3 4 5

d 1 2 3 4 5

e 1 2 3 4 5

f 1 2 3 4 5

問10 あなたは日常生活の不満、悩み、ストレスを解消するために、次のことをどのくらいしますか。

（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3 4

b 1 2 3 4

c 1 2 3 4

d 1 2 3 4

e 1 2 3 4

f 1 2 3 4

g 1 2 3 4

ｈ 1 2 3 4

Ⅲ 相談することについておたずねします。

問11 あなたは悩みやストレスを感じた時に、どう考えますか。（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3 4 5

b 1 2 3 4 5

c 1 2 3 4 5

d 1 2 3 4 5

e 1 2 3 4 5

よくある

現在ある

誰かに悩みを相談することは、弱い人のすることだと思う

どちらと
いえない

ややそう
思う

いつも
ある

まったく
ない

あまり
しない

時々
する

よくする

ちょっとしたことでイライラしたり不安に感じることがある

絶望的だと感じることがる

そわそわ落ち着かなく感じることがある

気分が沈み、気が晴れないように感じることがある

何をするにも面倒だと感じることがある

自分は価値のない人間だと感じるときがある

まったく
ない

少しだけ
ある

時々
ある

運動する

お酒を飲む

食べる

人に話を聞いてもらう

睡眠をとる

趣味やレジャーをする

我慢して時間が経つのを待つ

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そう
思わない

あまりそう
思わない

そう思う

助けを求めたり、誰かに相談したいと思う

誰かに相談したりすることは、恥ずかしいことだと思う

悩みやストレスを感じていることを他人に知られたくない
と思う

悩みや問題は，自分ひとりで解決すべきだと思う

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

病気などの健康問題（自分の病気の悩み、身体の悩み、心の悩み等）

家族問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等）

恋愛関係の問題（失恋、結婚をめぐる悩み等）

学校の問題（いじめ、学業不振、教師との人間関係等）

勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労働等）

意識して
感じたこと
はない

以前は
あったが
今はない
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問12 あなたは悩みやストレスを感じた時に、以下の人々に相談すると思いますか。又は相談したことが

ありますか。（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3

b 1 2 3

c 1 2 3

d 1 2 3

e 1 2 3

f 1 2 3

g 1 2 3

h 1 2 3

i 1 2 3

j 1 2 3

k 1 2 3

問13　あなたは悩みやストレスを感じた時に、相談しやすいと思う方法をお選びください。

（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3

b 1 2 3

c 1 2 3

d 1 2 3

e 1 2 3

f 1 2 3

g 1 2 3

Ⅳ 相談を受けることについて、おたずねします。

問14 理由はわからないけれども、身近な人がいつもと違った様子で辛そうに見えた時

（ひどく落ち込んでいるように見えた時）に、あなたはどうするかお聞きします。（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3 4

b 1 2 3 4

c 1 2 3 4

d 1 2 3 4

e 1 2 3 4

f 1 2 3 4

インターネットを利用して解決法を検索する

相手が相談してくれるまで何もしないで待つ

心配していることを伝えて見守る

自分から声をかけて話を聞く

「元気を出して」と励ます

先回りして相談先を探しておく

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 しない
あまり
しない

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Twitterや掲示板などを利用してインターネット上の不特定多数に
流す

利用した
ことがあ
る

利用する
と思う

利用しな
いと思う

相談した
ことがあ
る

市が開催する各種相談会（法律、税務などの相談）の専門家

インターネット上だけのつながりの人

先生や上司

近所の人（自治会の人、民生委員など）

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

時々
する

よくする

同じ悩みを抱える人

かかりつけの医療機関の職員（医師、看護師、薬剤師など）

公的な相談機関（地域包括支援センター・市役所などの職員）

相談しな
いと思う

相談する
と思う

家族や親族

友人や同僚

直接会って相談する（訪問相談を含む）

電話を利用して相談する

メールを利用して相談する

ラインやフェイスブックなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）を利用して相談する

民間の相談機関（有料のカウンセリングセンターなど）の相談員
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Ⅴ 自殺に関する考え方についておたずねします。

問15 あなたは「自殺」についてどのように思いますか。（それぞれに○を１つ）

a 1 2 3 4 5

b 1 2 3 4 5

c 1 2 3 4 5

d 1 2 3 4 5

e 1 2 3 4 5

f 1 2 3 4 5

g 1 2 3 4 5

h 1 2 3 4 5

i 1 2 3 4 5

j 1 2 3 4 5

k 1 2 3 4 5

ｌ 1 2 3 4 5

m 1 2 3 4 5

問16 もし身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時、あなたはどのような対応をしますか。

（○はいくつでも）

Ⅵ 自殺対策・予防等についておたずねします。

問17　あなたは、これまでに自殺対策に関する啓発物をみたことがありますか。（○はいくつでも）

問18　前の質問（問17）で１～９に○を付けた方に質問です。その自殺対策に関する啓発物は、どこで

見ましたか。（○はいくつでも）

自殺する人は、よほど辛いことがあったのだと思う

自殺は自分にあまり関係がない

自殺は本人の弱さから起こる

自殺は本人が選んだことだから仕方がない

自殺を口にする人は、本当に自殺しない

自殺は恥ずかしいことである

防ぐことができる自殺も多い

どちらとも
いえない

そう
思わない

どちらかと
いうとそう
思わない

どちらかと
いうとそう
思う

そう
思う

生死は最終的に本人の判断に任せるべき

自殺をしようとする人の多くは、何らかのサインを
発している

自殺を考える人は、様々な問題を抱えていることが多い

自殺を考える人の多くは、精神的に追い詰められて
他の方法を思いつかなくなっている

　１　　相談に乗らない、もしくは話題を変える　　　　　　　　　　　　　 ２　　「頑張って」と励ます

　３　　「死んではいけない」と説得する　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　　「バカなことを考えるな」と叱る

　５　　耳を傾けてじっくりと話を聞く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　医療機関にかかるよう勧める

　７　　解決策を一緒に考える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ８　　一緒に医療機関を探す

　９　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　１０　　何もしない

自殺せずに生きていれば良いことがある

自殺は繰り返されるので、周囲の人が止めることは
できない

　１　ポスター　　　　　　　　　　　　　　　　２　　パンフレット　　　　　　　　　　　３　 広報誌

　４　電子掲示板（テロップ）　　　　　　　 ５　　のぼり・パネル　　　　　　　　　６　 インターネットページ

　７　ティッシュ等のキャンペーングッズ　　          　　　　　　　　　　　　　　  ８　 横断幕

　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）    　　　　 　 10　 見たことはない

　１　市役所・保健所等の行政機関　　　　　　　　　　　 　２　　図書館・健康福祉センター等の公共施設

　３　駅、電車・バス等の交通機関　　　　　　　　　　　　　４　　スーパー・コンビニ店舗等の民間施設

　５　家　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ６　　職場・学校

　７　インターネット上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ８　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）
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問19　自殺対策に関する啓発物を見たとき、あなたは、どうしましたか。（○は１つ）

問20　自殺対策に関するＰＲ活動（啓発物や講演会など）についてどのように思いますか。（○は１つ）

問21　あなたは、行政機関などが実施している、次の相談機関（電話相談などを含む）を知っていますか。

知っているものを全てお選びください。（○はいくつでも）

Ⅶ 自殺で亡くなられた方のご遺族の支援についておたずねします。

問22　あなたの周りで自殺で亡くなられた方はいらっしゃいますか。（○はいくつでも）

問23　身近な人が自殺で亡くなられた方のご遺族であると分ったとき、どのように対処しますか。

（○はいくつでも）

Ⅷ 本気で自殺したいと考えたことがあるかどうかについておたずねします。

問24　あなたはこれまでに、本気で自殺したいと考えたことはありますか。（○は1つ）

　１　　これまでに本気で自殺したいと考えたことはない。

　２　　この１年以内に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　３　　ここ５年くらいの間に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　４　　５年～１０年前に、本気で自殺したいと考えたことがある。

　５　　１０年以上前に、本気で自殺したいと考えたことがある。

誠に恐れ入りますが、記入済の調査票を同封の返信用封筒に入れて

平成30年９月28日（金）までに郵便ポストに投函してください。

これで質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。

　３　こころのダイヤル（県精神保健福祉センター）　　　　　４　こころの健康相談（市健康増進課）

　５　障がい者相談支援センター（市社会福祉課）　　　　　　６　地域包括支援センター（いしばし・こくぶんじ・みなみかわち）

　７　子育て世代包括支援センター（市健康増進課）　　　　 ８　精神保健福祉相談（県南健康福祉センター）

　１　同居の家族・親族　　　　　　　　　 ２　　同居以外の家族・親族　　　　　　　　３　友人

　４　恋人　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　　学校・職場関係者　　　　　　　　　　　６　近所の人

　７　知人　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　９　いない

　１　相談に乗る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　励ます

　３　細かな状況を確認する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　何らかのアドバイスをする

　５　専門家の相談を受けるように勧める　　　　　　　　　　　６　特に何もしない

　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１　読まなかった　　　　　　　　　　　２　　少し目を通したがほとんど読まなかった　　　　３　　少し読んだ

　４　大体読んだ　　　　　　　　　　　　５　　全部読んだ

　１　不要　　　　　　　　２　　どちらかといえば不要　　　　３　どちらかといえば必要　　　　　４　必要

　１　栃木いのちの電話（社会福祉法人）　　　　　　　　　　２　チャイルドラインとちぎ（特定非営利活動法人）

　９　心配ごと相談（市社会福祉協議会）　　　　　　　　10　生活困窮者自立支援事業（市社会福祉協議会）

　11　知っているものはない.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらし応援センター「ささえーる」



 

 
 

３ 「平成 30年度こころの健康に関する市民意識調査」アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 下野市での居住年数 

● 回答者の世帯情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 人数 割合 

男性 89 40% 

女性 131 58% 

未回答 5 2% 

合計 225 100% 

居住年数 人数 割合 

1 年未満 4 2% 

1 年以上 5 年未満 15 7% 

5 年以上 10 年未満 23 10% 

10 年以上 15 年未満 18 8% 

15 年以上 20 年未満 30 13% 

20 年以上 133 60% 

合計 223 100% 

世帯情報 人数 割合 

ひとり暮らし 18 8% 

配偶者のみ 46 21% 

親と子(2 世代) 110 50% 

祖父母と親と子(3 世代) 33 15% 

その他 14 6% 

合計 221 100% 

問 1~問 7 回答者について(※「回答者の性別」以外の未回答者は数に含めない) 

 回答者の年齢 

年齢
15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

合計

人数 20 12 10 9 17 15 15 14 20 15 27 28 22 224

性別 年齢 

世帯情報 
居住年数 

－69－ 

 



 

 
 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 配偶者との現在の関係 

 

 

 

● 回答者の職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 回答者の家計の余裕 

 

 

 

● 回答者の幸福度 

 

 

 

 

配偶者との関係 人数 割合 

同居 162 73% 

単身赴任 3 1% 

別居 2 1% 

離別・死別 15 7% 

いない 41 18% 

合計 223 100% 

家計 人数 割合 

まったく余裕がない 20 9% 

あまり余裕がない 56 25% 

どちらともいえない 75 34% 

ある程度余裕がある 67 30% 

かなり余裕がある 2 1% 

合計 220 100% 

職
業

会
社
・

団
体
役
員

管
理
職

役
員
・

管
理
職
以
外

自
営
業

派
遣

パ
ー

ト
・

ア
ル
バ
イ
ト

専
業
主
婦
・

主
夫

学
生

自
由
業

そ
の
他

求
職
中

就
職
意
欲

あ
り

無
職

合
計

人数 10 8 45 13 2 28 44 25 5 7 4 6 25 222

割合 5% 4% 20% 6% 1% 13% 20% 11% 2% 3% 2% 3% 11% 100%

職業 

幸せの
度合い

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計

人数 5 3 7 14 43 25 42 42 18 23 222

割合 2% 1% 3% 6% 19% 11% 19% 19% 8% 10% 100%

家計の
余裕 

配偶者 

との関係 

－70－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 日ごろストレスを感じる問題について(※未回答者は数に含めない) 

－71－ 

 



 

 
 

88%

9%

4%

84%

11%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

意識して感じたことはない

以前はあったが今はない

現在ある

恋愛のこと

男 女

90%
67%

92% 90% 81% 86% 91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

意識して感じたことはない 以前はあったが今はない
現在ある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 9 日々の生活で感じることについて(※未回答者は数に含めない) 
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問 10 ストレスを解消するためにすることについて(※未回答者は数に含めない) 

－73－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 ストレスを感じた時にどうするかについて(※未回答者は数に含めない) 

－74－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 ストレスを感じた時に以下の人々に相談するか(※未回答者は数に含めない) 

－75－ 
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問 13 相談しやすいと感じる方法について(※未回答者は数に含めない) 

－77－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 身近な人が落ち込んでいるときの対応(※未回答者は数に含めない) 

－78－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 自殺に関することへの印象について(※未回答者は数に含めない) 

－79－ 
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問 16 身近な人に「死にたい」と打ち明けられた時の対応について(※未回答者は数に含めない) 

問 17 自殺対策の啓発物を見たことがあるか(※未回答者は数に含めない) 

－82－ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 自殺対策の啓発物どこでみたか(※未回答者は数に含めない) 

問 19 啓発物の内容を読んだか(※未回答者は数に含めない) 

－83－ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 自殺対策の啓発物・講演会などの PR 活動について(※未回答者は数に含めない) 

問 21 知っている相談機関について(※未回答者は数に含めない) 

問 22 周囲の自殺者について(※未回答者は数に含めない) 

－84－ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 身近な人が遺族だった場合の対応について(※未回答者は数に含めない) 

問 24 これまでに、本気で自殺したいと考えたことについて(※未回答者は数に含めない) 

－85－ 
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４ 自殺対策基本法（平成 28年 4月改正） 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している 

  状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処してい

くことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、

地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等

により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援

の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条  自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人と 

  して尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができ

るよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための

環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々

な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に

精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならな

い。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未

遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならな

い。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、

総合的に実施されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条  国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対 

  策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状

況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助
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を行うものとする。 

 

（事業主の責務） 

第四条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用 

 する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国民の責務） 

第五条  国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心 

 を深めるよう努めるものとする。 

 

（国民の理解の増進） 

第六条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の 

 理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条  国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策 

 の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、そ

れにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するもの

とし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわ

しい事業を実施するよう努めるものとする。 

 

（関係者の連携協力） 

第八条  国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二 

  十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条

第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者

は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとす

る。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の 

  名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにし 

なければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の 

  措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報 
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 告書を提出しなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の 

 大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定めな 

 ければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内 

における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」とい 

う。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当

該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」

という。）を定めるものとする。 

 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に 

 応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又 

は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容 

その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を 

交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺の 

 実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り 

方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにそ 

の成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の 

情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備を

行うものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、 

自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る 

 教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健 

 康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 
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２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当たっ

ては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を

図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共に

尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資する教育又は啓発、困難な

事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は

啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよ

う努めるものとする。 

 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそ 

 れがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神 

 保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を 

 受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は 

 疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の 

 確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において 

 自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係 

 者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとる。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の

自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者 

等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及 

 ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施 

 策を講ずるずるものとする。 

 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等 

 に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとす 

る。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）

を置く。 
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２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の

実施を推進すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理

大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の

整備を図るものとする。__ 
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５ 自殺総合対策大綱（概要） 
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６ 下野市自殺対策計画策定委員会設置要綱 

平成３０年６月７日 

告示第６８号 

（設置） 

第１条 この告示は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条に規定する自殺対策

計画（以下「計画」という。）を策定するに当たり、下野市自殺対策計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係機関又は団体の推薦を受けた者 

（３） 公募による者 

（４） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員に欠員

が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 計画策定に必要な資料の収集、素案の作成をするために、委員会にワーキンググループ

（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会の部会員は、健康増進課長、健康増進課課長補佐又はグループリーダー及び別表に掲げ

る課に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康増進課長、副部会長には健康増進課課長
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補佐又はグループリーダーをもって充てる。 

４ 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会長は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第８条 委員会及び部会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 委員会の最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

別表（第７条関係） 

総合政策課、総務人事課、安全安心課、市民協働推進課、社会福祉課、こども福祉

課、高齢福祉課、健康増進課、商工観光課、教育総務課、学校教育課、生涯学習文

化課 
 

下野市自殺対策計画策定委員会委員（任期 2018.7.11～2019.3.31）※敬称略 

 所属名 区分 委員名 備考 

1 自治医科大学看護学部精神看護学教授 学識経験者 永井 優子 会長 

2 小山地区医師会 医療 佐藤 慎  

3 下野市小中学校教頭会 教育 佐山 宏章 副会長 

4 下野市自治会長連絡協議会 地域（全般） 滝澤 芳夫  

5 下野市民生委員児童委員協議会 地域（全般） 小貫 シゲ子  

6 下野市人権擁護委員会 地域（相談） 中川 賢一  

7 下野市健康推進員協議会 地域（健康） 上野 文夫  

8 下野市商工会 地域（企業） 森田 賢一  

9 下野市地域包括支援センター 地域（高齢） 山下 昌美  

10 下野市障がい者相談支援センター 地域（障がい） 毛呂 貴宏  

11 下野市社会福祉協議会 福祉 小林 政則  

12 公募 市民代表 杉山 悦子  

13 公募 市民代表 坪山 幸子  

14 下野警察署 行政 福留 巧  

15 栃木県県南健康福祉センター 行政 深津 静枝  

 

事務局 下野市健康福祉部健康増進課 

 



 

- 94 - 

 

７ 下野市自殺予防対策連絡会議設置要綱 

平成２１年８月２５日 

訓令第２９号 

改正 平成２３年３月３１日訓令第４号 

平成２６年３月１７日訓令第４号 

平成２７年３月３１日訓令第９号 

平成３０年６月７日訓令第４号 

（目的） 

第１条 自殺予防対策を総合的かつ円滑に推進するため、下野市自殺予防対策連絡会議（以下

「連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を処理する。 

（１） 自殺予防対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。 

（２） 自殺予防対策に関する情報の収集及び連携に関すること。 

（３） その他自殺予防対策の総合的な推進に関すること。 

（構成） 

第３条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は総合政策課長とする。 

３ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（平２３訓令４・一部改正） 

（委員長等） 

第４条 委員長は、連絡会議の事務を総理し、連絡会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（連絡会議） 

第５条 連絡会議は、必要の都度、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

附 則 

この訓令は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日訓令第４号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１７日訓令第４号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日訓令第９号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月７日訓令第４号） 



 

- 95 - 

 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第７条関係） 

（平３０訓令４・全改） 

役職 職名 

委員長 健康福祉部長 

副委員長 総合政策課長 

委員 市民協働推進課長 

委員 総務人事課長 

委員 安全安心課長 

委員 社会福祉課長 

委員 こども福祉課長 

委員 高齢福祉課長 

委員 健康増進課長 

委員 商工観光課長 

委員 教育総務課長 

委員 学校教育課長 

委員 生涯学習文化課長 
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８ 相談機関一覧（下野市、栃木県、社会福祉協議会） 
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福
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を
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先
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す
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時
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、
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等
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追
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目
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ら
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地
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く
り
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。
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み
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と
り
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ま
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早
め
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ま
し
ょ
う
。
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時
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、

保
健

師
に

よ
る

子
育

て
、

非
行

、
性

格
行

動
、

し
つ

け
、

虐
待

な
ど

の
相

談
下

野
市

 こ
ど

も
福

祉
課

0
2
8
5
-
3
2
-
8
9
0
3

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

教
育

相
談

学
校

教
育

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

月
・
火
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時
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前
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時
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問
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支
援

専
門

員
に

よ
る

障
が

い
の

あ
る

方
、

ご
家

族
の

方
、

障
害

の
あ

る
方

の
生

活
を

支
援

し
て

い
る

方
の

相
談

下
野

市
障

が
い

者
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
0
2
8
5
-
3
7
-
9
9
7
0

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6
（
下

野
市

役
所

社
会

福
祉

課
内

）

生
活

困
窮

く
ら

し
応

援
セ

ン
タ

ー
「
さ

さ
え

ー
る

」
下

野
市

社
会

福
祉

協
議

会
月

～
金

曜
日

（
祝

休
日

､
年

末
年

始
除

く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

生
活

困
窮

者
の

自
立

支
援

に
関

す
る

相
談

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

0
2
8
5
－

4
3
-
1
2
3
6

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

い
し

ば
し

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

い
し

ば
し

0
2
8
5
-
5
1
-
0
6
3
3

3
2
9
-

0
5
0
2

下
野

市
下

古
山

1
1
7
4

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
い

し
ば

し
内

こ
く
ぶ

ん
じ

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

こ
く
ぶ

ん
じ

0
2
8
5
-
4
3
-
1
2
2
9

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

ゆ
う

ゆ
う

館
内

み
な

み
か

わ
ち

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

み
な

み
か

わ
ち

0
2
8
5
-
4
8
-
1
1
7
7

3
2
9
-

0
4
3
3

下
野

市
仁

良
川

1
6
5
1
-
1

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
に

ら
が

わ
の

郷
内

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

、
年

末
年

始
を

除
く
）

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
4
時

※
毎

月
第

４
水

曜
は

来
所

相
談

に
も

応
じ

て
い

ま
す

。

認
知

症
の

方
や

、
そ

の
家

族
の

方
の

抱
え

る
悩

み
ご

と
な

ど
に

関
す

る
相

談

若
年

層
毎

週
土

曜
日

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
4
時

若
年

性
認

知
症

の
電

話
相

談

下
野

市
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
月

～
金

曜
日

（
祝

休
日

､
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

下
野

市
　

安
全

安
心

課
0
2
8
5
-
4
4
-
4
8
8
3

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

栃
木

県
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
月

～
土

曜
日

（
祝

休
日

､
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

  
※

面
談

は
予

約
制

栃
木

県
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
0
2
8
-
6
2
5
-
2
2
2
7

3
2
0
-

8
5
0
1

宇
都

宮
市

塙
田

1
-
1
-
2
0

県
庁

本
館

７
階

多
重

債
務

相
談

セ
ン

タ
ー

栃
木

県
弁

護
士

会
月

～
金

曜
日

(
祝

休
日

､
お

盆
､
年

末
年

始
除

く
）

午
前
1
0
時
3
0
分
～
正
午

午
後
1
時
～
午
後
4
時
3
0
分

多
重

債
務

者
の

法
的

救
済

等
を

目
的

と
し

て
多

重
債

務
に

関
す

る
無

料
法

律
相

談
や

、
受

任
弁

護
士

の
紹

介
等

栃
木

県
弁

護
士

会
0
2
8
-
6
8
9
-
9
0
0
1

3
2
0
-

0
8
4
5

宇
都

宮
市

明
保

野
町

1
-
6

金
融

に
関

す
る

困
り

ご
と

消
費

者
相

談
栃

木
県

弁
護

士
会

毎
月

 第
3
土

曜
日

(祝
休

日
､
そ

の
他

の
場

合
に

変
更

・
中

止
あ

り
）

午
前

1
0
時

～
正

午
悪

徳
商

法
、

多
重

債
務

、
そ

の
他

消
費

者
問

題
全

般
栃

木
県

弁
護

士
会

0
2
8
-
6
8
9
-
9
0
0
1

3
2
0
-

0
8
4
5

宇
都

宮
市

明
保

野
町

1
-
6

医
療

月
～

金
：
午

後
5
時

～
午

後
1
0
時

土
日

祝
日

（
年

末
年

始
含

む
）
：

午
前

1
0
時

～
午

後
1
0
時

夜
間

･
土

日
祝

日
の

電
話

に
よ

る
緊

急
的

な
精

神
医

療
相

談
栃

木
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

0
5
7
0
-
6
6
6
-
9
9
0

（
精

神
科

救
急

医
療

相
談

電
話

）

 -
 -

い じ め ・ 家 庭 問 題

子
ど

も
の

人
権

１
１

０
番

精
神

科
救

急
医

療
相

談
電

話

福 祉 多 重 債 務

多
重

債
務

相
談

下
野

市
障

が
い

者
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー

認
知

症
の

方
と

家
族

の
た

め
の

電
話

相
談

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

高
齢

者

と
ち

ぎ
福

祉
プ

ラ
ザ

内
（
公

社
）
認

知
症

の
人

と
家

族
の

会
栃

木
県

支
部

0
2
8
-
6
6
6
-
5
1
6
6

（
電

話
相

談
専

用
）

3
2
0
-

0
0
7
2

（
事

務
局

）
宇

都
宮

市
若

草
1
-
1
0
-
6

と
ち

ぎ
福

祉
プ

ラ
ザ

内

多
重

債
務

に
関

す
る

相
談

（
消

費
生

活
に

関
す

る
相

談
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､
年

末
年

始
除

く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

認
知

症
や

介
護

・
健

康
に

関
す

る
こ

と
、

そ
の

家
族

の
方

の
抱

え
る

悩
み

ご
と

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
な

ど
介

護
全

般
に

関
す

る
相

談

ホ
ッ

ト
ほ

っ
と

メ
ー

ル
相

談
検

索

ホ
ッ

ト
ほ

っ
と

メ
ー

ル
相

談
検

索

名
　

称
Ｔ

Ｅ
Ｌ

番
号

〒
所

　
在

　
地

働
く
人

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

相
談

偶
数

月
　

第
2
金

曜
日

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
4
時

3
0
分

※
要

予
約

産
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

に
よ

る
、

職
場

で
ス

ト
レ

ス
や

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

抱
え

て
い

る
方

、
そ

の
ご

家
族

や
会

社
の

上
司

・
同

僚
の

方
か

ら
の

相
談

労
働

相
談

月
～

金
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

労
働

者
及

び
使

用
者

か
ら

の
労

働
問

題
全

般
に

関
す

る
悩

み
や

疑
問

に
つ

い
て

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
巡

回
相

談

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
（
開

催
場

所
：
栃

木
県

庁
小

山
庁

舎
 外

）

原
則

毎
月

第
2
木

曜
日

午
後

1
時

～
午

後
4
時

※
要

予
約

就
労

に
関

す
る

相
談

（
総

合
相

談
・
キ

ャ
リ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

）

就
職

に
関

す
る

相
談

小
山

公
共

職
業

安
定

所
（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

就
職

に
関

す
る

相
談

等
小

山
職

業
安

定
所

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

0
2
8
5
-
2
2
-
1
5
2
4

3
2
3
-

0
0
1
4

小
山

市
喜

沢
1
4
7
5
お

や
ま

ゆ
う

え
ん

ﾊ
ｰ

ｳ
ﾞｪ

ｽ
ﾄ
ｳ

ｫ
ｰ

ｸ
内

母
子

家
庭

等
の

就
業

・
自

立
支

援
相

談
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
火

～
日

曜
日

(月
曜

･祝
日

・
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
4
時

3
0
分

母
子

家
庭

の
母

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
の

父
に

対
し

て
、

就
業

等
に

関
す

る
相

談
・
情

報
提

供
・
無

料
職

業
あ

っ
せ

ん
を

実
施

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

0
2
8
-
6
6
5
-
7
8
0
1

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1
（
パ

ル
テ

ィ
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

内
）

人
権

擁
護

委
員

に
よ

る
人

権
相

談
（
心

配
ご

と
相

談
所

）

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

・
毎

週
火

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
１

時
3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
ゆ

う
ゆ

う
館

・
毎

週
月

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
石

橋
公

民
館

・
毎

週
金

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

南
河

内
図

書
館

人
権

に
関

す
る

相
談

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

問
い

合
わ

せ
先

：
0
2
8
5
-
4
3
-
1
2
3
6

相
談

日
専

用
ダ

イ
ヤ

ル
（
相

談
日

対
応

時
間

中
の

み
）
：

0
9
0
-
2
3
2
6
-
0
2
9
4

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

人
権

相
談

宇
都

宮
地

方
法

務
局

（
栃

木
支

局
で

も
可

能
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

人
権

に
関

す
る

相
談

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

メ
ー

ル
相

談
○

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
メ

ー
ル

相
談

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
J
IN

K
E
N

/
jin

ke
n
1
1
3
.h

tm
l

○
モ

バ
イ

ル
人

権
相

談
h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.ji
n
k
e
n
.g

o
.jp

/
s
o
u
d
a
n
/
m

o
b
ile

/
0
0
1
.h

tm
l

宇
都

宮
地

方
法

務
局

0
5
7
0
-
0
0
3
-
1
1
0

3
2
0
-

8
5
1
5

宇
都

宮
市

小
幡

2
-
1
-
1
1

母
子

家
庭

及
び

女
性

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

(正
午

～
午

後
1
時

を
除

く
）

相
談

員
に

よ
る

D
V

、
貸

付
、

母
子

家
庭

等
の

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
0
2
8
5
-
3
2
-
8
9
0
3

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

D
V

（
女

性
相

談
）

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
月

～
金

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

（
正

午
～

午
後

1
時

を
除

く
）

女
性

相
談

員
に

よ
る

D
V

・
夫

婦
・
家

族
・

離
婚

な
ど

の
相

談
下

野
市

こ
ど

も
福

祉
課

0
2
8
5
-
3
2
-
8
7
2
4

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

女
性

の
た

め
の

一
般

  
 相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
日

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

夫
婦

・
家

族
・
子

育
て

・
介

護
等

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

と
ち

ぎ
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
相

談
ル

ー
ム

0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

配
偶

者
暴

力
（
Ｄ

Ｖ
）
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
金

曜
日

 　
午

前
9
時

～
午

後
8
時

　
土

･日
曜

日
 　

午
前

9
時

～
午

後
4
時

　
（
祝

休
日

、
年

末
年

始
除

く
）

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

配
偶

者
間

の
暴

力
に

関
す

る
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

相
談

ル
ー

ム
0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

月
～

金
曜

日
(祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

女
性

を
め

ぐ
る

さ
ま

ざ
ま

な
人

権
問

題
に

つ
い

て
の

相
談

宇
都

宮
地

方
法

務
局

0
5
7
0
-
0
7
0
-
8
1
0

 -
 -

月
～

金
曜

日
午

前
9
時

～
午

後
5
時

女
性

へ
の

暴
力

に
関

す
る

相
談

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
ウ

ィ
メ

ン
ズ

ハ
ウ

ス
と

ち
ぎ

0
2
8
-
6
2
1
-
9
9
9
3

 3
2
0
-

8
5
0
8

 宇
都

宮
市

若
草

1
-
1
0
-
6

と
ち

ぎ
福

祉
プ

ラ
ザ

内

月
・
火

・
木

・
金

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

1
0
時

～
午

後
4
時

Ｄ
Ｖ

な
ど

女
性

へ
の

暴
力

に
関

す
る

相
談

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
サ

バ
イ

バ
ル

ネ
ッ

ト
・
ラ

イ
フ

0
2
8
5
-
2
4
-
5
1
9
2

3
2
3
-

0
8
2
7

小
山

市
神

鳥
谷

9
3
1
-
3

小
山

市
役

所
神

鳥
谷

庁
舎

2
階

事
　

業
　

概
　

要
　

等
問

  
合

  
せ

  
又

　
は

　
連

　
絡

　
先

3
2
3
-

0
8
1
1

小
山

市
犬

塚
3
-
1
-
1

0
2
8
5
-
2
2
-
4
0
3
2

栃
木

県
小

山
労

政
事

務
所

区 分
名

　
称

相
 談

 機
 関

（
開

 催
 場

 所
）

相
 談

 時
 間

 (
日

 時
 予

 約
 等

)

就 職 ・ 労 働

栃
木

県
小

山
労

政
事

務
所

人 　 権 女   性

女
性

の
人

権
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 ウ

ィ
メ

ン
ズ

ハ
ウ

ス
と

ち
ぎ

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 サ

バ
イ

バ
ル

ネ
ッ

ト
・
ラ

イ
フ
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名
　

称
Ｔ

Ｅ
Ｌ

番
号

〒
所

　
在

　
地

働
く
人

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

相
談

偶
数

月
　

第
2
金

曜
日

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
4
時

3
0
分

※
要

予
約

産
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

に
よ

る
、

職
場

で
ス

ト
レ

ス
や

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

抱
え

て
い

る
方

、
そ

の
ご

家
族

や
会

社
の

上
司

・
同

僚
の

方
か

ら
の

相
談

労
働

相
談

月
～

金
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

労
働

者
及

び
使

用
者

か
ら

の
労

働
問

題
全

般
に

関
す

る
悩

み
や

疑
問

に
つ

い
て

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
巡

回
相

談

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
（
開

催
場

所
：
栃

木
県

庁
小

山
庁

舎
 外

）

原
則

毎
月

第
2
木

曜
日

午
後

1
時

～
午

後
4
時

※
要

予
約

就
労

に
関

す
る

相
談

（
総

合
相

談
・
キ

ャ
リ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

）

就
職

に
関

す
る

相
談

小
山

公
共

職
業

安
定

所
（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

就
職

に
関

す
る

相
談

等
小

山
職

業
安

定
所

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

0
2
8
5
-
2
2
-
1
5
2
4

3
2
3
-

0
0
1
4

小
山

市
喜

沢
1
4
7
5
お

や
ま

ゆ
う

え
ん

ﾊ
ｰ

ｳ
ﾞｪ

ｽ
ﾄ
ｳ

ｫ
ｰ

ｸ
内

母
子

家
庭

等
の

就
業

・
自

立
支

援
相

談
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
火

～
日

曜
日

(月
曜

･祝
日

・
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
4
時

3
0
分

母
子

家
庭

の
母

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
の

父
に

対
し

て
、

就
業

等
に

関
す

る
相

談
・
情

報
提

供
・
無

料
職

業
あ

っ
せ

ん
を

実
施

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

0
2
8
-
6
6
5
-
7
8
0
1

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1
（
パ

ル
テ

ィ
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

内
）

人
権

擁
護

委
員

に
よ

る
人

権
相

談
（
心

配
ご

と
相

談
所

）

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

・
毎

週
火

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
１

時
3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
ゆ

う
ゆ

う
館

・
毎

週
月

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
石

橋
公

民
館

・
毎

週
金

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

南
河

内
図

書
館

人
権

に
関

す
る

相
談

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

問
い

合
わ

せ
先

：
0
2
8
5
-
4
3
-
1
2
3
6

相
談

日
専

用
ダ

イ
ヤ

ル
（
相

談
日

対
応

時
間

中
の

み
）
：

0
9
0
-
2
3
2
6
-
0
2
9
4

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

人
権

相
談

宇
都

宮
地

方
法

務
局

（
栃

木
支

局
で

も
可

能
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

人
権

に
関

す
る

相
談

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

メ
ー

ル
相

談
○

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
メ

ー
ル

相
談

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
J
IN

K
E
N

/
jin

ke
n
1
1
3
.h

tm
l

○
モ

バ
イ

ル
人

権
相

談
h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.ji
n
k
e
n
.g

o
.jp

/
s
o
u
d
a
n
/
m

o
b
ile

/
0
0
1
.h

tm
l

宇
都

宮
地

方
法

務
局

0
5
7
0
-
0
0
3
-
1
1
0

3
2
0
-

8
5
1
5

宇
都

宮
市

小
幡

2
-
1
-
1
1

母
子

家
庭

及
び

女
性

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

(正
午

～
午

後
1
時

を
除

く
）

相
談

員
に

よ
る

D
V

、
貸

付
、

母
子

家
庭

等
の

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
0
2
8
5
-
3
2
-
8
9
0
3

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

D
V

（
女

性
相

談
）

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
月

～
金

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

（
正

午
～

午
後

1
時

を
除

く
）

女
性

相
談

員
に

よ
る

D
V

・
夫

婦
・
家

族
・

離
婚

な
ど

の
相

談
下

野
市

こ
ど

も
福

祉
課

0
2
8
5
-
3
2
-
8
7
2
4

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

女
性

の
た

め
の

一
般

  
 相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
日

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

夫
婦

・
家

族
・
子

育
て

・
介

護
等

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

と
ち

ぎ
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
相

談
ル

ー
ム

0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

配
偶

者
暴

力
（
Ｄ

Ｖ
）
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
金

曜
日

 　
午

前
9
時

～
午

後
8
時

　
土

･日
曜

日
 　

午
前

9
時

～
午

後
4
時

　
（
祝

休
日

、
年

末
年

始
除

く
）

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

配
偶

者
間

の
暴

力
に

関
す

る
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

相
談

ル
ー

ム
0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

月
～

金
曜

日
(祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

女
性

を
め

ぐ
る

さ
ま

ざ
ま

な
人

権
問

題
に

つ
い

て
の

相
談

宇
都

宮
地

方
法

務
局

0
5
7
0
-
0
7
0
-
8
1
0

 -
 -

月
～

金
曜

日
午

前
9
時

～
午

後
5
時

女
性

へ
の

暴
力

に
関

す
る

相
談

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
ウ

ィ
メ

ン
ズ

ハ
ウ

ス
と

ち
ぎ

0
2
8
-
6
2
1
-
9
9
9
3

 3
2
0
-

8
5
0
8

 宇
都

宮
市

若
草

1
-
1
0
-
6

と
ち

ぎ
福

祉
プ

ラ
ザ

内

月
・
火

・
木

・
金

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

1
0
時

～
午

後
4
時

Ｄ
Ｖ

な
ど

女
性

へ
の

暴
力

に
関

す
る

相
談

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
サ

バ
イ

バ
ル

ネ
ッ

ト
・
ラ

イ
フ

0
2
8
5
-
2
4
-
5
1
9
2

3
2
3
-

0
8
2
7

小
山

市
神

鳥
谷

9
3
1
-
3

小
山

市
役

所
神

鳥
谷

庁
舎

2
階

事
　

業
　

概
　

要
　

等
問

  
合

  
せ

  
又

　
は

　
連

　
絡

　
先

3
2
3
-

0
8
1
1

小
山

市
犬

塚
3
-
1
-
1

0
2
8
5
-
2
2
-
4
0
3
2

栃
木

県
小

山
労

政
事

務
所

区 分
名

　
称

相
 談

 機
 関

（
開

 催
 場

 所
）

相
 談

 時
 間

 (
日

 時
 予

 約
 等

)

就 職 ・ 労 働

栃
木

県
小

山
労

政
事

務
所

人 　 権 女   性

女
性

の
人

権
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 ウ

ィ
メ

ン
ズ

ハ
ウ

ス
と

ち
ぎ

認
定

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 サ

バ
イ

バ
ル

ネ
ッ

ト
・
ラ

イ
フ
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警
察

安
全

相
談

下
野

警
察

署
 -

犯
罪

等
に

よ
る

被
害

の
未

然
防

止
等

に
関

す
る

相
談

下
野

警
察

署
0
2
8
5
-
5
2
-
0
1
1
0

3
2
9
-

0
5
0
2

下
野

市
下

古
山

2
4
5
1
-
4
1

県
民

相
談

室
2
4
時

間
犯

罪
等

に
よ

る
被

害
の

未
然

防
止

等
に

関
す

る
相

談
♯

9
1
1
0
（
0
2
8
-

6
2
7
-
9
1
1
0
）

性
犯

罪
被

害
者

相
談

電
話

平
日

（
月

～
金

曜
日

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
午

前
9
時

～
午

後
5
時

3
0
分

性
犯

罪
被

害
に

関
す

る
相

談
#
8
1
0
3
 (
0
2
8
-

6
2
5
-
2
0
7
0
)

ヤ
ン

グ
テ

レ
ホ

ン
月

～
金

曜
日

(祝
休

日
､年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
4
時

少
年

に
関

す
る

悩
み

や
困

り
ご

と
相

談
0
1
2
0
-
8
7
-
4
1
5
2

被
害

者
等

相
談

室
宇

都
宮

地
方

検
察

庁
月

～
金

曜
日

(祝
休

日
､年

末
年

始
除

く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

※
夜

間
・
休

日
で

も
伝

言
や

F
A

X
で

の
利

用
可

犯
罪

被
害

者
等

か
ら

の
刑

事
事

件
に

関
す

る
相

談
宇

都
宮

地
方

検
察

庁
0
2
8
-
6
2
3
-
6
7
9
0

（
専

用
・
F
A

X
兼

用
）

3
2
0
-

0
0
3
6

宇
都

宮
市

小
幡

2
-
1
-
1
1

宇
都

宮
地

方
法

務
合

同
庁

舎

被
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
と

ち
ぎ

公
益

社
団

法
人

被
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
と

ち
ぎ

月
～

金
曜

日
(祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

1
0
時

～
午

後
4
時

犯
罪

被
害

等
に

関
す

る
支

援
公

益
社

団
法

人
被

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

と
ち

ぎ
0
2
8
-
6
4
3
-
3
9
4
0

（
専

用
）

3
2
0
-

0
0
4
3

宇
都

宮
市

桜
4
-
2
-
2

栃
木

県
立

美
術

館
普

及
分

館
2
F

薬
物

特
定

相
談

原
則

毎
月

第
3
水

曜
日

午
後

2
時

～
午

後
4
時

、
事

前
予

約
制

覚
醒

剤
等

違
法

薬
物

及
び

処
方

薬
等

、
薬

物
全

般
へ

の
依

存
に

つ
い

て
の

相
談

自
死

遺
族

特
定

相
談

原
則

毎
月

第
3
水

曜
日

午
後

、
事

前
予

約
制

自
死

遺
族

に
つ

い
て

の
こ

こ
ろ

の
相

談

頻
回

自
傷

未
遂

者
及

び
家

族
等

特
定

相
談

原
則

毎
月

第
2
水

曜
日

午
後

、
事

前
予

約
制

リ
ス

ト
カ

ッ
ト

、
過

量
服

薬
な

ど
に

関
す

る
相

談

法
律

相
談

経
営

相
談

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

火
～

日
曜

日
（
月

曜
・
祝

休
日

・
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
4
時

3
0
分

法
律

相
談

は
、

原
則

第
2
・
4
水

曜
日

午
前

中
経

営
相

談
は

随
時

、
予

約
制

母
子

家
庭

の
母

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
の

父
に

対
し

て
、

弁
護

士
に

よ
る

養
育

費
等

に
関

す
る

法
律

相
談

と
企

業
診

断
士

に
よ

る
起

業
相

談
を

実
施

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

0
2
8
-
6
6
5
-
7
8
0
1

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1
(と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

内
）

無
料

法
律

相
談

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

毎
月

第
２

木
曜

日
（
祝

祭
日

は
除

く
）
、

受
付

・
午

後
１

時
～

４
時

、
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
ゆ

う
ゆ

う
館

弁
護

士
に

よ
る

不
動

産
、

相
続

、
離

婚
、

金
銭

貸
借

等
の

民
事

相
談

を
伺

い
ま

す
。

※
要

予
約

※
相

談
時

間
は

2
0
分

程
度

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

0
2
8
5
-
4
3
-
1
2
3
6

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

小
山

市
立

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

毎
月

第
1
土

曜
日

(祝
休

日
除

く
）

受
付

：
午

前
1
0
時

～
正

午
  

※
要

予
約

栃
木

商
工

会
議

所
毎

月
第

3
土

曜
日

(祝
休

日
除

く
）

受
付

：
午

前
1
0
時

～
正

午
  

※
要

予
約

弁
護

士
相

談
栃

木
県

暴
力

追
放

県
民

セ
ン

タ
ー

毎
月

 第
3
水

曜
日

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

暴
力

団
か

ら
の

民
事

介
入

で
お

困
り

の
方

へ
の

弁
護

士
相

談
栃

木
県

暴
力

追
放

県
民

セ
ン

タ
ー

0
2
8
-
6
2
7
-
2
6
0
0

（
専

用
）

3
2
0
-

0
0
3
2

宇
都

宮
市

昭
和

3
-
2
-
8

し
も

つ
け

会
館

内

栃
木

県
司

法
書

士
会

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

宇
都

宮
会

場
栃

木
県

司
法

書
士

会
館

《
面

接
相

談
》
（
要

予
約

）
毎

週
土

曜
日

（
祝

休
日

除
く
）
　

午
前

1
0
時

～
午

後
3
時

 《
電

話
相

談
》
  
毎

週
土

曜
日

（
祝

休
日

除
く
）
  
午

前
1
0
時

～
午

後
3
時

相
談

専
用

電
話

0
2
8
-
6
5
1
-
5
0
0
8

栃
木

県
司

法
書

士
会

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

小
山

会
場

小
山

商
工

会
議

所
《
面

接
相

談
》
（
要

予
約

）
毎

月
 第

3
土

曜
日

（
祝

休
日

除
く
）
　

午
前

1
0
時

～
午

後
3
時

法
テ

ラ
ス

栃
木

0
5
0
3
3
8
3
-
5
3
9
5

（
栃

木
地

方
事

務
所

）

法
テ

ラ
ス

サ
ポ

ー
ト

ダ
イ

ヤ
ル

0
5
7
0
-
0
7
8
3
7
4

（
ｻ

ﾎ
ﾟｰ

ﾄﾀ
ﾞｲ

ﾔ
ﾙ

）

宇
都

宮
市

塙
田

1
-
1
-
2
0

法
テ

ラ
ス

午
前

9
時

～
正

午
、

午
後

1
時

～
午

後
4
時

(土
日

､祝
休

日
､年

末
年

始
除

く
）

※
た

だ
し

、
サ

ポ
ー

ト
ダ

イ
ヤ

ル
は

　
　

平
日

：
午

前
9
時

～
午

後
9
時

　
　

土
曜

：
午

前
9
時

～
午

後
5
時

電
話

も
し

く
は

面
談

に
よ

る
法

的
ト

ラ
ブ

ル
の

解
決

に
役

立
つ

情
報

の
提

供
。

経
済

的
に

余
裕

の
な

い
方

を
対

象
と

す
る

無
料

法
律

相
談

等
も

実
施

日
本

司
法

支
援

セ
ン

タ
ー

栃
木

地
方

事
務

所

（
法

テ
ラ

ス
栃

木
）

有
料

法
律

相
談

栃
木

県
警

察
本

部

 -

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
0
2
8
-
6
7
3
-
8
7
8
5

3
2
9
-

1
1
0
4

栃
木

県
弁

護
士

会
0
2
8
-
6
8
9
-
9
0
0
1

 -

宇
都

宮
市

下
岡

本
町

2
1
4
5
-
1
3

栃
木

県
警

察
本

部
3
2
0
-

8
5
1
0

宇
都

宮
市

本
町

4
-
1
5

宇
都

宮
N

Iビ
ル

2
F

栃
木

県
司

法
書

士
会

多
重

債
務

整
理

･自
己

破
産

･個
人

再
生

等
無

料
法

律
相

談
0
2
8
-
6
1
4
-
1
1
2
2

（
予

約
電

話
）

3
2
0
-

0
8
4
8

宇
都

宮
市

幸
町

1
-
4

3
2
0
-

0
0
3
3

専  門  相  談

栃
木

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー

生  活  安  全

名
　

称
Ｔ

Ｅ
Ｌ

番
号

〒
所

　
在

　
地

働
く
人

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

相
談

偶
数

月
　

第
2
金

曜
日

午
後

1
時

3
0
分

～
午

後
4
時

3
0
分

※
要

予
約

産
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

に
よ

る
、

職
場

で
ス

ト
レ

ス
や

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

抱
え

て
い

る
方

、
そ

の
ご

家
族

や
会

社
の

上
司

・
同

僚
の

方
か

ら
の

相
談

労
働

相
談

月
～

金
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

労
働

者
及

び
使

用
者

か
ら

の
労

働
問

題
全

般
に

関
す

る
悩

み
や

疑
問

に
つ

い
て

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
巡

回
相

談

と
ち

ぎ
ジ

ョ
ブ

モ
ー

ル
（
開

催
場

所
：
栃

木
県

庁
小

山
庁

舎
 外

）

原
則

毎
月

第
2
木

曜
日

午
後

1
時

～
午

後
4
時

※
要

予
約

就
労

に
関

す
る

相
談

（
総

合
相

談
・
キ

ャ
リ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

）

就
職

に
関

す
る

相
談

小
山

公
共

職
業

安
定

所
（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

就
職

に
関

す
る

相
談

等
小

山
職

業
安

定
所

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
小

山
）

0
2
8
5
-
2
2
-
1
5
2
4

3
2
3
-

0
0
1
4

小
山

市
喜

沢
1
4
7
5
お

や
ま

ゆ
う

え
ん

ﾊ
ｰ

ｳ
ﾞｪ

ｽ
ﾄ
ｳ

ｫ
ｰ

ｸ
内

母
子

家
庭

等
の

就
業

・
自

立
支

援
相

談
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
火

～
日

曜
日

(月
曜

･祝
日

・
年

末
年

始
除

く
）

午
前

9
時

～
午

後
4
時

3
0
分

母
子

家
庭

の
母

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
の

父
に

対
し

て
、

就
業

等
に

関
す

る
相

談
・
情

報
提

供
・
無

料
職

業
あ

っ
せ

ん
を

実
施

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

0
2
8
-
6
6
5
-
7
8
0
1

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1
（
パ

ル
テ

ィ
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

内
）

人
権

擁
護

委
員

に
よ

る
人

権
相

談
（
心

配
ご

と
相

談
所

）

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

・
毎

週
火

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
１

時
3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
ゆ

う
ゆ

う
館

・
毎

週
月

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

　
石

橋
公

民
館

・
毎

週
金

曜
日

（
1
～

３
週

目
）

　
午

後
1
時

3
0
分

～
午

後
3
時

3
0
分

南
河

内
図

書
館

人
権

に
関

す
る

相
談

下
野

市
社

会
福

祉
協

議
会

問
い

合
わ

せ
先

：
0
2
8
5
-
4
3
-
1
2
3
6

相
談

日
専

用
ダ

イ
ヤ

ル
（
相

談
日

対
応

時
間

中
の

み
）
：

0
9
0
-
2
3
2
6
-
0
2
9
4

3
2
9
-

0
4
1
4

下
野

市
小

金
井

7
8
9

人
権

相
談

宇
都

宮
地

方
法

務
局

（
栃

木
支

局
で

も
可

能
）

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

8
時

3
0
分

～
午

後
5
時

1
5
分

人
権

に
関

す
る

相
談

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

メ
ー

ル
相

談
○

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
メ

ー
ル

相
談

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
o
j.g

o
.jp

/
J
IN

K
E
N

/
jin

ke
n
1
1
3
.h

tm
l

○
モ

バ
イ

ル
人

権
相

談
h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.ji
n
k
e
n
.g

o
.jp

/
s
o
u
d
a
n
/
m

o
b
ile

/
0
0
1
.h

tm
l

宇
都

宮
地

方
法

務
局

0
5
7
0
-
0
0
3
-
1
1
0

3
2
0
-

8
5
1
5

宇
都

宮
市

小
幡

2
-
1
-
1
1

母
子

家
庭

及
び

女
性

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課

月
～

金
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

(正
午

～
午

後
1
時

を
除

く
）

相
談

員
に

よ
る

D
V

、
貸

付
、

母
子

家
庭

等
の

相
談

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
0
2
8
5
-
3
2
-
8
9
0
3

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

D
V

（
女

性
相

談
）

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

下
野

市
こ

ど
も

福
祉

課
月

～
金

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

午
前

9
時

～
午

後
5
時

（
正

午
～

午
後

1
時

を
除

く
）

女
性

相
談

員
に

よ
る

D
V

・
夫

婦
・
家

族
・

離
婚

な
ど

の
相

談
下

野
市

こ
ど

も
福

祉
課

0
2
8
5
-
3
2
-
8
7
2
4

3
2
9
-

0
4
9
2

下
野

市
笹

原
2
6

女
性

の
た

め
の

一
般

  
 相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
日

曜
日

（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

夫
婦

・
家

族
・
子

育
て

・
介

護
等

に
関

す
る

一
般

的
な

相
談

と
ち

ぎ
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
相

談
ル

ー
ム

0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

配
偶

者
暴

力
（
Ｄ

Ｖ
）
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

《
電

話
相

談
》

　
月

～
金

曜
日

 　
午

前
9
時

～
午

後
8
時

　
土

･日
曜

日
 　

午
前

9
時

～
午

後
4
時

　
（
祝

休
日

、
年

末
年

始
除

く
）

《
面

接
相

談
》
※

（
要

予
約

）
　

火
～

日
曜

日
（
祝

休
日

､年
末

年
始

除
く
）

　
午

前
9
時

～
午

後
4
時

配
偶

者
間

の
暴

力
に

関
す

る
相

談
と

ち
ぎ

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

相
談

ル
ー

ム
0
2
8
-
6
6
5
-
8
7
2
0

3
2
0
-

0
0
7
1

宇
都

宮
市

野
沢

町
4
-
1

月
～

金
曜

日
(祝

休
日

､年
末

年
始

除
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誰も自殺に追い込まれることのない 

しもつけの実現を目指して  
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